
 

 

 

 

 

海面共同漁業権漁場計画 

 

備前市～玉野市 

（免許番号１～１１０号） 

 

 

存 続 期 間  令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで  

申 請 期 間  公示の日から１００日間 

免許予定日         令和５年９月１日 

 

岡山県農林水産部水産課 

  



 

 

 



 

１ 免許番号 岡共第１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

    いぎす漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市日生町鹿久居島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、

コ、サ、基点第３９号及び基点第２９号の各点を順次結んだ１

３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

基点第２号 岡山県・兵庫県界真尾鼻に設置した標識 

基点第５号 備前市日生町寒河掛ノ鼻突端に設置した標識 

基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

基点第１９号  兵庫県赤穂市西浜町綱崎防波堤基部から防波堤上３０メ

ートルの位置に設置した標識 

基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

基点第２２号  備前市日生町鹿久居島米子湾北側砂ケ浜に設置した標識 

基点第２３号  備前市日生町鹿久居島北側船石に設置した標識 

基点第２４号  備前市日生町鹿久居島九艘泊北端に設置した標識 

基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

基点第２８号  備前市日生町鹿久居島南側卯の鼻南端に設置した標識 

基点第２９号  備前市日生町鹿久居島千軒湾奥べた石に設置した標識 

基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置し

た標識 

基点第４３号  備前市日生町頭島東側コメイシに設置した標識 

基点第５３号  備前市日生町大多府島南東端に設置した標識 

点ア  基点第２１号から基点第８号見通し線上基点第２１号から

５００メートルの点 

点イ  基点第２２号から基点第５号見通し線上基点第２２号から

２００メートルの点 

点ウ  基点第２３号から日生町寒河高揚山（２６７）山頂見通し

線上基点第２３号から９００メートルの点 

点エ  基点第１９号から基点第２号見通し延長線上基点第２号か

ら３００メートルの点 

点オ  基点２４号から赤穂市福浦古池塩田堤防東角見通し線と基

点第１９号から基点第２号見通し線との交差点 

点カ  基点第２４号から赤穂市加里屋松ケ鼻南端見通し線上基点

第２４号から５００メートルの点 

点キ  基点第２７号から日生町取揚島島頂見通し線上基点第２７

号から１，０００メートルの点 

点ク  基点第２７号から真方位１８０度の線上基点第２７号から

２００メートルの点 

点ケ  基点第２８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第２７号と基点第４３号を結んだ線との交差点 

点コ  基点第２８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第５３号から赤穂市赤穂御崎突端見通し線との交差

点 

点サ  基点第３９号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第５３号から赤穂市赤穂御崎突端見通し線との交差

点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、穂浪、瀬戸内市邑久町、赤穂市福浦 

 

  



 

 

 

  

岡共第   １   号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号 岡共第２号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

  いぎす、しらも漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町鹿久居島西地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、基点第４３号、点

カ、基点第３９号及び基点第２９号の各点を順次結んだ９直線

と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

基点第９号  備前市日生町楯越山（１２６）山麓東端に設置した標識 

基点第１３号  備前市日生町日生松ケ鼻突端に設置した標識 

基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

基点第２９号  備前市日生町鹿久居島千軒湾奥べた石に設置した標識 

基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

基点第４３号  備前市日生町頭島東側コメイシに設置した標識 

基点第５７号 備前市日生町大多府島大多府港西防波堤北端に設置した 

標識 

基点第７５号  備前市日生町鴻島岳ノ鼻突端に設置した標識 

点ア  基点第８号から基点第２１号見通し線と、基点第１３号か

ら鹿久居島北端見通し線との交差点 

点イ  基点第９号から鴻島岳ノ鼻西側池の尻の高見通し線と、基

点第１３号から鹿久居北端見通し線との交差点 

点ウ  基点第９号から鴻島岳ノ鼻西側池の尻の高見通し線と、基

点第１３号から日生町大多府島西小赤石見通し線と交差点 

点エ  基点第１３号から大多府島西小赤石見通し線と、基点第７

５号から小剣島島頂見通し線との交差点 

点オ  基点第４３号から基点第５７号見通し線と、基点第７５号

から小剣島島頂見通し線との交差点 

点カ  基点第３９号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第４３号から基点第２７号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、穂浪、瀬戸内市邑久町 

  



 

 

 

  

岡共第   ２   号 

第 1種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第３号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

    １１月１日から翌年３月３１日まで 

     

 

３  漁場の位置  備前市日生町大多府島地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

基点第４０号  備前市日生町頭島西端水ケ鼻に設置した標識 

     基点第５２号  備前市日生町大多府島北東端に設置した標識 

     基点第５３号  備前市日生町大多府島南東端に設置した標識 

     基点第８５号  備前市日生町小剣島南端に設置した標識 

   基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

                点ア 基点第３９号から基点第５３号見通し線と、基点第８

５号から邑久町長島北端見通し線との交差点 

                点イ  基点第２７号から基点第８５号見通し延長線と、基点

第５２号から兵庫県姫路市家島町小松島島頂見通し線と

の交差点 

                点ウ  基点第３９号から基点第５３号見通し延長線と、基点

第３０８号から兵庫県姫路市家島町院下島北端見通し線

との交差点 

                点エ  基点第４０号から大多府島西小赤石見通し延長線と、

基点第３０８号から兵庫県姫路市家島町院下島北端見通

し線との交差点 

                点オ  基点第４０号から大多府島西小赤石見通し線と、基点

第８５号から長島北端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、穂浪、瀬戸内市邑久町、赤穂市福浦 

  



 

 

 

  

岡共第   ３   号 

第 1種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第４号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

   １１月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町曽島、鴻島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第７０号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第７６号の各点を

順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

     基点第１５号  備前市日生町日生高鼻南東端（ヨータイ日生工場東）に

設置した標識 

     基点第３３号  備前市日生町鹿久居島西端タタリ鼻突端に設置した標識 

     基点第６０号  備前市日生町曽島北東端に設置した標識 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

   基点第７６号  備前市日生町鴻島タコーズケ（蜂の頭）鼻突端に設置し

た標識 

     基点第１０２号  備前市日生町大多府島北西イノコ岩に設置した標識 

    基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

   基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

                点ア 基点第７０号から基点第２０１号見通し線上基点第７

０号から９００メートルの点 

                点イ  基点第６０号から基点第１５号見通し線上基点第６０

号から２００メートルの点 

                点ウ  基点第３３号から基点第３０８号見通し線上基点第３

３号から５００メートルの点 

        点エ  基点第３３号から基点第３０８号見通し線と、基点第７６

号から基点第１０２号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 備前市日生町、穂浪、瀬戸内市邑久町 

  



 

 

  

岡共第   ４   号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第５号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

    １１月１日から翌年３月３１日まで 

  

 

３  漁場の位置  備前市日生町日生地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８号、点ア、イ、ウ及び基点第２０１号を順次結んだ

４直線、基点第１１号及び基点第１２号を結んだ直線並びに最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第９号  備前市日生町楯越山（１２６）山麓東端に設置した標識 

     基点第１１号 備前市日生町日生皆喜橋南東詰に設置した標識 

     基点第１２号 備前市日生町日生皆喜橋南西詰に設置した標識 

     基点第１３号  備前市日生町日生松ケ鼻突端に設置した標識 

     基点第１５号  備前市日生町日生高鼻南東端（ヨータイ日生工場東）に

設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第６０号  備前市日生町曽島北東端に設置した標識 

    基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

                点ア  基点第８号から基点第２１号見通し線と、基点第１３

号からツブロ鼻南端見通し線との交差点 

                点イ  基点第９号から日生町鴻島岳ノ鼻西池の尻の高見通し

線と、基点第１３号からツブロ鼻南端見通し線との交差

点 

                点ウ  基点第１５号から基点第６０号見通し線上基点第１５

号から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、穂浪 

  



 

 

 

  

岡共第   ５   号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第６号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町取揚島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第１６号、点ア、イ及び基点第１８号の各点を順次結ん

だ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

   基点第１号  兵庫県赤穂市福浦旧岡山県・兵庫県境界石柱 

     基点第１６号  備前市日生町取揚島北端に設置した標識 

     基点第１８号  備前市日生町取揚島南端に設置した標識 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

              点ア 基点第１６号から基点第１号見通し線上基点第１６号か

ら２，１１０メートルの点 

              点イ  基点第１８号から基点第２７号見通し線と、点アから真

方位１８０度見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、赤穂市赤穂、赤穂市福浦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第   ６   号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 備前市日生町鹿久居島東地先 

 

 

４  漁場の区域 点ア、イ、ウ及び点アの各点を順次結んだ３直線によって囲

まれた区域 

    点の位置 

   基点第１号   兵庫県赤穂市福浦旧岡山県・兵庫県境界石柱 

     基点第１６号  備前市日生町取揚島北端に設置した標識 

     基点第１８号  備前市日生町取揚島南端に設置した標識 

     基点第２５号  備前市日生町鹿久居島境石に設置した標識 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

              点ア 基点第２５号から赤穂市、相生市界高取山山頂送電鉄塔

（真方位４９度）見通し線と、点エから真方位１８０度見

通し線との交差点 

              点イ  基点第１８号から基点第２７号見通し線と、点エから真

方位１８０度見通し線との交差点 

              点ウ  基点第２５号から赤穂市、相生市界高取山山頂送電鉄塔

見通し線と、点イから基点第１号見通し線との交差点 

              点エ  基点第１６号から基点第１号見通し線上基点第１６号か

ら２，４３０メートルの点 

 

 

５  関係地区 備前市日生町、赤穂市赤穂、赤穂市福浦 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第   ７   号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第８号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 備前市日生町鹿久居島北地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２号、点ア、イ、ウ及び基点第２５号の各点を順次結

んだ４直線、基点第６号、点エ、オ、カ及び基点第２３号の各

点を順次結んだ４直線、基点第３号及び基点第４号を結んだ直

線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

   基点第１号 兵庫県赤穂市福浦旧岡山県・兵庫県境界石柱 

     基点第２号  岡山県・兵庫県界真尾鼻に設置した標識 

     基点第３号 備前市日生町寒河潮見橋東詰南側に設置した標識 

     基点第４号 備前市日生町寒河潮見橋西詰南側に設置した標識 

     基点第５号  備前市日生町寒河掛ノ鼻突端に設置した標識 

基点第６号  備前市日生町寒河２４２７－２番地地先護岸に設置した標 

識 

     基点第１６号  備前市日生町取揚島北端に設置した標識 

     基点第１９号  兵庫県赤穂市西浜町綱崎防波堤基部から防波堤３０メー

トルの位置に設置した標識 

     基点第２２号  備前市日生町鹿久居島米子湾北側砂ケ浜に設置した標識 

     基点第２３号  備前市日生町鹿久居島北側船石に設置した標識 

     基点第２５号  備前市日生町鹿久居島境石に設置した標識 

              点ア  基点第１号から基点第１６号見通し線と、基点第２号か

ら基点第１９号見通し線との交差点 

              点イ 基点第１６号から基点第１号見通し線上基点第１６号か

ら２，４３０メートルの点 

              点ウ 基点第２５号から赤穂市・相生市界高取山山頂送電鉄塔

（真方位４９度）見通し線と、点イから真方位１８０度見

通し線との交差点 

              点エ 基点第２２号から基点第６号見通し線上基点第２２号か

ら３００メートルの点 

              点オ 基点第２２号から基点第５号見通し線上基点第２２号か

ら２００メートルの点 

              点カ 基点第２３号から真方位２７度見通し線上基点第２３号

から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区 備前市日生町（頭島を除く）、赤穂市福浦 

 

  



 

 

 

  

岡共第   ８   号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第９号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

３  漁場の位置  備前市日生町日生地先 

 

４  漁場の区域  基点第６号、点ア、イ及び基点第８号の各点を順次結んだ３

直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第６号 備前市日生町寒河２４２７－２番地地先護岸に設置した標

識 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第２２号  備前市日生町鹿久居島米子湾北側砂ケ浜に設置した標識 

              点ア 基点第２２号から基点第６号見通し線上基点第２２号か

ら３００メートルの点 

              点イ 基点第２１号から基点第８号見通し線上基点第２１号か

ら５００メートルの点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町（頭島を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第   ９   号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町鹿久居島東地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２５号、点ア、イ及び基点第２７号の各点を順次結ん

だ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

   基点第１号  兵庫県赤穂市福浦旧岡山県・兵庫県境界石柱 

     基点第１６号  備前市日生町取揚島北端に設置した標識 

     基点第１８号  備前市日生町取揚島南端に設置した標識 

     基点第２５号  備前市日生町鹿久居島境石に設置した標識 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

              点ア  基点第２５号から赤穂市相生市界高取山山頂送電鉄塔

（真方位４９度）見通し線と、点イから基点第１号見通し

線との交差点 

              点イ 基点第１８号から基点第２７号見通し線と、点ウから真

方位１８０度見通し線との交差点 

              点ウ 基点第１６号から基点第１号見通し線上基点第１６号か

ら２，４３０メートルの点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町（頭島を除く） 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １０  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第１１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市日生町鹿久居島北地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２１号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第２３号の各点を

順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第５号 備前市日生町寒河掛ノ鼻突端に設置した標識 

基点第６号 備前市日生町寒河２４２７－２番地地先護岸に設置した標識 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第２２号  備前市日生町鹿久居島米子湾北側砂ケ浜に設置した標識 

     基点第２３号  備前市日生町鹿久居島北側船石に設置した標識 

              点ア 基点第２１号から基点第８号見通し線上基点第２１号か

ら５００メートルの点 

              点イ 基点第２２号から基点第６号見通し線上基点第２２号か

ら３００メートルの点 

              点ウ 基点第２２号から基点第５号見通し線上基点第２２号か

ら２００メートルの点 

              点エ 基点第２３号から真方位２７度見通し線上基点第２３号

から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区    備前市日生町、赤穂市福浦 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １１  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第１２号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町鹿久居島、頭島、鶴島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、基点第４３号、点

カ、キ、ク、ケ及び基点第２７号の各点を順次結んだ１１直線と最大高潮時海

岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第９号  備前市日生町楯越山（１２６）山麓東端に設置した標識 

     基点第１３号  備前市日生町日生松ケ鼻突端に設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第２２号  備前市日生町鹿久居島米子湾北側砂ケ浜に設置した標識 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

     基点第２８号  備前市日生町鹿久居島南側卯の鼻に設置した標識 

     基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

     基点第４３号  備前市日生町頭島東側コメイシに設置した標識 

     基点第５３号  備前市日生町大多府島南東端に設置した標識 

    基点第５７号  備前市日生町大多府島大多府港西防波堤北端に設置した標

識 

     基点第７５号  備前市日生町鴻島岳ノ鼻突端に設置した標識 

              点ア  基点第８号から基点第２１号見通し線と、基点第１３号

から基点第２２号見通し線との交差点 

              点イ  基点第９号から日生町鴻島池ノ尻の高頂（岳ノ鼻の西）

見通し線と、基点第１３号から基点第２２号見通し線との

交差点 

              点ウ  基点第９号から鴻島池ノ尻の高頂見通し線と、基点第１

３号から大多府島西小赤石見通し線との交差点 

              点エ  基点第１３号から大多府島西小赤石見通し線と、基点第

７５号から日生町鶴島南小剣島島頂見通し線との交差点 

              点オ  基点第４３号から基点第５７号見通し線と、基点第７５

号から小剣島島頂見通し線との交差点 

              点カ  基点第３９号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第４３号から基点第２７号見通し線との交差点 

              点キ  基点第３９号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第５３号から赤穂市赤穂御崎突端見通し線との交

差点 

              点ク  基点第２８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第５３号から赤穂市赤穂御崎突端見通し線との交

差点 

              点ケ  基点第２８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線

と、基点第４３号から基点第２７号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １２  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１３号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 備前市日生町大多府島地先 

 

 

４  漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

     基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

     基点第４０号  備前市日生町頭島西端水ケ鼻に設置した標識 

     基点第５２号  備前市日生町大多府島北東端に設置した標識 

     基点第５３号  備前市日生町大多府島南東端に設置した標識 

     基点第８５号  備前市日生町小剣島南端に設置した標識 

   基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

                点ア  基点第３９号から基点第５３号見通し線と、基点第８

５号から邑久町長島北端見通し線との交差点 

                点イ  基点第２７号から基点第８５号見通し延長線と、基点

第５２号から兵庫県姫路市家島町小松島島頂見通し線と

の交差点 

                点ウ  基点第３９号から基点第５３号見通し延長線と、基点

第３０８号から家島町院下島北端見通し線との交差点 

                点エ  基点第４０号から大多府島西小赤石見通し延長線と、

基点第３０８号から家島町院下島北端見通し線との交差

点 

                点オ  基点第４０号から大多府島西小赤石見通し線と、基点

第８５号から長島北端見通し線との交差点 

５  関係地区  備前市日生町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １３  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１４号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 備前市日生町曽島、鴻島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第７０号、点ア、イ、ウ、エ、オ及び基点第７６号の各

点を順次結んだ６直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域 

    点の位置 

     基点第１５号  備前市日生町日生高鼻南東端（ヨータイ日生工場東）に

設置した標識 

     基点第３３号  備前市日生町鹿久居島西端タタリ鼻突端に設置した標識 

     基点第６０号  備前市日生町曽島北東端に設置した標識 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

   基点第７６号  備前市日生町鴻島タコーズケ（蜂の頭）鼻突端に設置し

た標識 

    基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

    基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

                点ア  基点第７０号から瀬戸内市邑久町虫明鍋島高見通し線

上基点第７０号から１００メートルの点 

                点イ  点アから基点第２０１号見通し線上点アから９００メ

ートルの点 

                点ウ  基点第６０号から基点第１５号見通し線上基点第６０

号から１５０メートルの点 

                点エ  基点第３３号から基点第３０８号見通し線上基点第３

３号から５００メートルの点 

                点オ  基点第７６号から備前市日生町鶴島北端見通し線上基

点第７６号から１，２００メートルの点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １４  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第１５号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町日生地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第２０１号を順次結

んだ５直線並びに基点第１１号と基点第１２号を結んだ直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第９号  備前市日生町楯越山（１２６）山麓東端に設置した標識 

     基点第１１号 備前市日生町日生皆喜橋南東詰に設置した標識 

     基点第１２号 備前市日生町日生皆喜橋南西詰に設置した標識 

     基点第１３号  備前市日生町日生松ケ鼻突端に設置した標識 

     基点第１５号  備前市日生町日生高鼻南東端（ヨータイ日生工場東）に

設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第６０号  備前市日生町曽島北東端に設置した標識 

    基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識  

                点ア  基点第８号から基点第２１号見通し線と、基点第１３

号から鹿久居島北端見通し線との交差点 

                点イ  基点第９号から日生町鴻島岳ノ鼻西池ノ尻の高見通し

線と、基点第１３号から鹿久居島北端見通し線との交差

点 

                点ウ  基点第１５号から基点第６０号見通し線上基点第１５

号から２００メートルの点 

                点エ  基点第２０１号から備前市日生町曽島西端見通し線上

基点第２０１号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １５  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１６号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町鹿久居島東地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ及び点アの各点を順次結んだ３直線によって囲

まれた区域 

    点の位置 

   基点第１号 兵庫県赤穂市福浦旧岡山県・兵庫県境界石柱 

     基点第１６号  備前市日生町取揚島北端に設置した標識 

     基点第２５号  備前市日生町鹿久居島境石に設置した標識 

              点ア  基点第１６号から基点第１号見通し線上基点第１６号か

ら２，１１０メートルの点 

              点イ  基点第１６号から基点第１号見通し線と、基点第２５号

から赤穂市加里屋赤穂港南防波堤基部見通し線との交差点 

              点ウ  基点第２５号から赤穂市加里屋赤穂港南防波堤基部見通

し線と、点アから真方位１８０度見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、赤穂市福浦 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １６  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１７号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  備前市日生町鹿久居島東地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８号及び基点第２１号を結んだ直線、基点第３号及び

基点第４号を結んだ直線、基点第２号、点ア、イ、ウ、エ、

オ、カ、キ、ク、ケ、基点第３９号及び基点第２９号の各点を

順次結んだ１１直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

    点の位置 

   基点第１号  兵庫県赤穂市福浦旧岡山県・兵庫県境界石柱 

    基点第２号 岡山県・兵庫県界真尾鼻に設置した標識 

     基点第３号 備前市日生町寒河潮見橋東詰南側に設置した標識 

     基点第４号 備前市日生町寒河潮見橋西詰南側に設置した標識 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第１６号  備前市日生町取揚島北端に設置した標識 

     基点第１７号  備前市日生町取揚島島頂に設置した標識 

     基点第１９号  兵庫県赤穂市西浜町綱崎防波堤基部から防波堤上３０メ

ートルの位置に設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第２５号  備前市日生町鹿久居島境石に設置した標識 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

     基点第２８号  備前市日生町鹿久居島南側卯の鼻南端に設置した標識 

     基点第２９号  備前市日生町鹿久居島千軒湾奥べた石に設置した標識 

     基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

     基点第４３号  備前市日生町頭島東側コメイシに設置した標識 

     基点第５３号  備前市日生町大多府島南東端に設置した標識 

              点ア  基点第１号から基点第１６号見通し線と、基点第２号か

ら基点第１９号見通し線との交差点 

              点イ  基点第１６号から基点第１号見通し線上基点第１６号か

ら２，４３０メートルの点 

              点ウ  基点第２５号から赤穂市加里屋赤穂港南防波堤基部見通

し線と、点イから真方位１８０度見通し線との交差点 

              点エ  基点第２５号から赤穂市加里屋赤穂港南防波堤基部見通

し線上基点第２５号から４００メートルの点 

              点オ  基点第２７号から基点第１７号見通し線上基点第２７号

から１，０００メートルの点 

              点カ  基点第２７号から真方位１８０度見通し線上基点第２７

号から２００メートルの点 

              点キ  基点第２７号から基点第４３号見通し線と、基点第２８

号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し線との交差点 

              点ク  基点第２８号から小豆島町金ケ崎見通し線と、基点第５

３号から赤穂市赤穂御崎突端見通し線との交差点 

              点ケ  基点第３９号から小豆島町金ケ崎見通し線と、基点第５

３号から赤穂市赤穂御崎突端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町、赤穂市福浦 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １７  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１８号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 備前市日生町鹿久居島、頭島、曽島、鴻島地先 

 

 

４  漁場の区域 基点第８号及び基点第２１号を結んだ直線、基点第１１号及

び基点第１２号を結んだ直線、基点第２９号、第３９号、点ア

及び基点第７６号の各点を順次結んだ３直線、基点第７０号、

点イ及び基点第２０１号の各点を順次結んだ２直線並びに最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第８号 備前市日生町日生日生港北西角護岸に設置した標識 

     基点第１１号 備前市日生町日生皆喜橋南東詰に設置した標識 

     基点第１２号 備前市日生町日生皆喜橋南西詰に設置した標識 

     基点第２１号  備前市日生町鹿久居島米子湾東側穴虫に設置した標識 

     基点第２９号  備前市日生町鹿久居島千軒湾奥べた石に設置した標識 

     基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

   基点第７６号  備前市日生町鴻島タコーズケ（蜂の頭）鼻突端に設置し

た標識 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識  

   基点第２０２号 備前市穂浪越鳥鼻南端に設置した標識 

                点ア  基点第３９号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎見通し

線と、基点第７６号から日生町鶴島北端見通し線との交

差点 

                点イ  基点第７０号から基点第２０２号見通し線と、基点第

２０１号から日生町鴻島西端見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  備前市日生町 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １８  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１９号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第２種共同漁業 

    建網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 備前市日生町大多府島地先 

 

 

４  漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第２７号  備前市日生町鹿久居島鵜石鼻灯台 

     基点第３９号  備前市日生町鹿久居島南側首切島南西端に設置した標識 

     基点第４０号  備前市日生町頭島西端水ケ鼻に設置した標識 

     基点第５２号  備前市日生町大多府島北東端に設置した標識 

     基点第５３号  備前市日生町大多府島南東端に設置した標識 

     基点第８５号  備前市日生町小剣島南端に設置した標識 

    基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

                点ア  基点第３９号から基点第５３号見通し線と、基点第８

５号から邑久町長島北端見通し線との交差点 

                点イ  基点第２７号から基点第８５号見通し延長線と、基点

第５２号から兵庫県姫路市家島町小松島島頂見通し線と

の交差点 

                点ウ  基点第３９号から基点第５３号見通し延長線と、基点

第３０８号から家島町院下島北端見通し線との交差点 

                点エ  基点第４０号から大多府島西小赤石見通し延長線と、

基点第３０８号から家島町院下島北端見通し線との交差

点 

                点オ  基点第４０号から大多府島西小赤石見通し線と、基点

第８０号から長島北端見通し線との交差点 

５  関係地区 備前市日生町、赤穂市福浦 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  １９  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２０号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

    １１月１日から翌年３月３１日まで 

    あおのり漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 備前市穂浪地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第２０１号、点ア、イ、ウ及び基点第２０４号の各点を

順次結んだ４直線、基点第２２１号及び基点第第２２２号を結

んだ直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

    基点第２０４号 備前市穂浪・東片上界東備炉材（株）南西護岸上に設

置した標識  

    基点第２０７号 備前市西片上・浦伊部界品川リフラクトリーズ（株）

北東角に設置した標識 

    基点第２１３号  備前市久々井大砂鼻北西端に設置した標識 

    基点第２２１号  備前市穂浪穂浪橋東詰南側に設置した標識 

    基点第２２２号  備前市穂浪穂浪橋西詰南側に設置した標識 

                点ア  基点第２０１号から備前市久々井宮山（７７）山頂見

通し線と、基点第２１３号から備前市前山（２９３）山

頂見通し線との交差点 

                点イ  基点第２０７号から備前市前島北端見通し線と、基点

第２１３号から備前市前山（２９３）山頂見通し線との

交差点 

                点ウ  基点第２０７号から備前市前島北端見通し線と、基点

第２０４号から備前市浦伊部生崎北東端見通し線との交

差点 

 

 

５ 関係地区  備前市、瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ２０  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

    １１月１日から翌年３月３１日まで 

    しらも、あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 備前市鶴海地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第２１６号及び基点第３０１号を結んだ直線と最大高潮

時海岸線とによって囲まれた区域。ただし河川、溝渠等の区域

は除く。 

    点の位置 

    基点第２１６号  備前市久々井臍尾鼻北東端に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

 

 

５ 関係地区  備前市、瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第  ２１  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２２号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 備前市穂浪越鳥地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第２０１号、点ア及び基点第２０３号の各点を順次結ん

だ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第２０１号  備前市穂浪・日生町日生界呼子ノ鼻南端に設置した標

識 

    基点第２０３号  備前市穂浪高座ノ鼻南端に設置した標識 

                点ア 基点第２０１号から日生町鴻島西端見通し線上基点第

２０１号から５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区  備前市（日生町を除く）、瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡共第  ２２  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市前島南地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第２１７号、点ア、イ及び基点第２１８号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

    基点第２１２号  備前市久々井宇佐川河口左岸角に設置した標識 

   基点第２１５号 備前市久々井大砂東端に設置した標識 

    基点第２１７号  備前市前島南東端に設置した標識 

    基点第２１８号  備前市前島南西端に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第２１７号から基点第３０１号見通し線上基点第

２１７号から１５０メートルの点 

                点イ  基点第２０１号から基点第２１２号見通し線と、基点

第２１８号から基点第２１５号見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区  備前市（日生町を除く） 

  



 

 

 

  

岡共第  ２３  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２４号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市鶴海地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第２１６号、点ア及び基点第３０１号の各点を順次結ん

だ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等を除く。 

  点の位置 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

    基点第２０３号  備前市穂浪高座ノ鼻南端に設置した標識 

    基点第２１２号  備前市久々井宇佐川河口左岸角に設置した標識 

    基点第２１６号  備前市久々井臍尾鼻北東端に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第２０１号と基点第２１２号を結んだ線と、基点

第２０３号と基点第３０１号を結んだ線との交差点 

 

 

５ 関係地区  備前市（日生町を除く）、瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ２４  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２５号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置 備前市地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第２０１号、点ア、イ、ウ及び基点第３０１号を順次結

んだ４直線、基点第２０４号及び第２３６号を結んだ直線、基

点第２２１号及び第２２２号を結んだ直線並びに最大高潮時海

岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は

除く。 

    点の位置 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

     基点第２０２号  備前市穂浪越鳥鼻南端に設置した標識 

    基点第２０３号  備前市穂浪高座ノ鼻南端に設置した標識 

    基点第２０４号 備前市穂浪・東片上界東備炉材(株)南西護岸上に設置

した標識 

    基点第２２１号  備前市穂浪穂浪橋東詰南側に設置した標識 

    基点第２２２号  備前市穂浪穂浪橋西詰南側に設置した標識 

   基点第２３６号 備前市浦伊部旧中村窯耐北東角に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第２０１号から日生町鴻島西端見通し線と、基点

第２０２号から基点第７０号見通し線との交差点 

                点イ  基点第２０１号から備前市久々井宮山（７７）山頂見

通し線と、基点第２０２号から基点第７０号見通し線と

の交差点 

                点ウ  基点第２０１号から備前市久々井宮山（７７）山頂見

通し線と、基点第２０３号と基点第３０１号を結んだ線

との交差点 

 

 

５ 関係地区  備前市（日生町を除く） 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ２５  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２６号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    しらも、あおのり漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市東片上、西片上、浦伊部、久々井地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第２０４号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第２１６号の各

点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除く。 

    点の位置 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

    基点第２０４号 備前市穂浪・東片上界東備炉材(株)南西護岸上に設置

した標識  

    基点第２０７号 備前市西片上・浦伊部界品川リフラクトリーズ(株)北

東角に設置した標識 

    基点第２１２号  備前市久々井宇佐川河口左岸角に設置した標識 

    基点第２１３号  備前市久々井大砂鼻北西端に設置した標識 

    基点第２１６号  備前市久々井臍尾鼻北東端に設置した標識 

                点ア  基点第２０４号から備前市浦伊部生崎突端見通し線

と、基点第２０７号から備前市前島北端見通し線との交

差点 

                点イ  基点第２０７号から備前市前島北端見通し線と、基点

第２１３号から備前市前山（２９３）山頂見通し線との

交差点 

                点ウ  基点第２０１号と基点第２１２号を結んだ直線と、基

点第２１３号から備前市前山（２９３）山頂見通し線と

の交差点 

                点エ  基点第２０１号と基点第２１２号を結んだ直線と、基

点第２１６号から備前市向山（２６４メートル）山頂見

通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区 備前市（日生町を除く） 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ２６  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２７号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市久々井地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第２１３号、点ア、イ、ウ及び基点第２１５号の各点を

順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第２１０号  備前市久々井一ツ石に設置した標識 

     基点第２１１号  基点第２１０号から南西１５０ｍの堤防上の地点に設

置した標識 

    基点第２１２号  備前市久々井宇佐川河口左岸角に設置した標識 

    基点第２１３号  備前市久々井大砂鼻北西端に設置した標識 

    基点第２１５号  備前市久々井大砂東端に設置した標識 

    基点第２１８号  備前市前島南西端に設置した標識 

                点ア  基点第２１３号から基点第２１２号見通し線上基点第

２１３号から１５０メートルの点 

                点イ  基点第２１２号から備前市久々井臍尾鼻北端見通し線

と、基点第２１３号と基点第２１１号を結んだ線との交

差点 

                点ウ  基点第２１２号から備前市久々井臍尾鼻北端見通し線

と、基点第２１５号から基点第２１８号見通し線との交

差点 

 

 

５ 関係地区  備前市（日生町を除く） 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ２７  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第２８号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市久々井地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第２１０号、点ア、イ及び基点第２１１号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第２１０号  備前市久々井一ツ石に設置した標識 

     基点第２１１号  基点第２１０号から南西１５０ｍの堤防上の地点に設

置した標識 

    基点第２１３号  備前市久々井大砂鼻北西端に設置した標識 

    基点第２１８号  備前市前島南西端に設置した標識 

                点ア  基点第２１０号から基点第２１８号見通し線と、基点

第２１３号から備前市浦伊部生崎突端見通し線との交差

点 

                点イ  基点第２１１号から基点第２１３号見通し線上基点第

２１１号から１５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区  備前市（日生町を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

岡共第  ２８  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第２９号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

    しらも、てんぐさ、いぎす、あおのり漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市邑久町地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第３０１号、点ア、イ及び基点第７０号の各点を順次結

んだ３直線、基点第７６号、点ウ、エ、オ及び基点第３１２号

の各点を順次結んだ４直線並びに最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

   基点第３３号 備前市日生町鹿久居島西端タタリ鼻に設置した標識 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

   基点第７６号  備前市日生町鴻島タコーズケ（蜂の頭）鼻突端に設置し

た標識 

     基点第１０２号  備前市日生町大多府島北西イノコ岩に設置した標識 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識  

     基点第２０２号  備前市穂浪越鳥鼻南端に設置した標識 

    基点第２０３号  備前市穂浪高座ノ鼻南端に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

    基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

    基点第３１２号  瀬戸内市邑久町尻海立石鼻突端ヤグラ石に設置した標

識 

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第３０１号から基点第２０３号見通し線と、基点

第２０１号から備前市久々井宮山高見通し線との交差点 

                点イ  基点第７０号から基点第２０２号見通し線と、基点第

２０１号から備前市久々井宮山高見通し線との交差点 

                点ウ  点エから基点第３３号見通し線と、基点第７６号から

基点第１０２号見通し線との交差点 

                点エ  基点第３０８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎東端

見通し線と、基点第３１３号から日生町大多府島南端見

通し線との交差点 

                点オ  基点第３１２号から瀬戸内市牛窓町鼠島東端見通し線

と、基点第３１３号から日生町大多府島南端見通し線と

の交差点 

 

 

５ 関係地区  備前市日生町、穂浪、瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第  ２９  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第３０号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

  １１月１日から翌年３月３１日まで 

   

 

３ 漁場の位置 瀬戸内市邑久町尻海地先 

 

 

４ 漁場の区域  次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除く。 

 

（１）基点第３１２号、点ア、イ及び基点第４０３号の各点を順次結んだ３直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

    点の位置 

    基点第３１２号  瀬戸内市邑久町尻海立石鼻突端ヤグラ石に設置した標

識 

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

    基点第３１４号  瀬戸内市邑久町尻海太鼓石ノ鼻太鼓岩に設置した標識 

     基点第４０２号  瀬戸内市邑久町・牛窓町界旧錦海塩業(株)潮止えん堤

上に設置した標識 

    基点第４０３号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧錦海塩業(株)潮止えん堤上、基

点第４０２号から南へ３００メートルの地点に設置した

標識 

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

                点ア  基点第３１２号から鼠島東端見通し線と、基点第３１

３号から大多府島南端見通し線との交差点 

                点イ  基点第３１４号から基点第４０４号見通し線と、基点

第４０２号から鼠島北端見通し線との交差点 

 

（２）点ア、イ及を結んだ直線と防波堤及び最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域。 

    点の位置 

      点ア  瀬戸内市邑久町尻海４３８２－１０４北東防波堤突端 

      点イ  瀬戸内市邑久町尻海４３８２－１０４北西防波堤突端 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町、牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３０  号 

第１種共同漁業権 

（１）の図面 



 

 

 

  
（２）の図面 



 



 

１ 免許番号  岡共第３１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市邑久町虫明地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第３０１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び基点第３０

６号の各点を順次結んだ７直線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

     基点第７７号  備前市日生町鴻島日立鼻突端に設置した標識 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識  

     基点第２０２号  備前市穂浪越鳥鼻南端に設置した標識 

    基点第２０３号  備前市穂浪高座ノ鼻南端に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

    基点第３０３号  瀬戸内市邑久町虫明桶の内東端に設置した標識 

    基点第３０４号  瀬戸内市邑久町虫明向後南端に設置した標識 

    基点第３０６号  瀬戸内市邑久町虫明貝燈鼻突端に設置した標識 

    基点第３１０号  瀬戸内市邑久町長島一つ石に設置した標識 

                点ア  基点第３０１号から基点第２０３号見通し線と、基点

第２０１号から備前市久々井宮山見通し線との交差点 

                点イ  基点第７０号から基点第２０２号見通し線と、基点第

２０１号から備前市久々井宮山高見通し線との交差点 

                点ウ  基点第３０３号から基点第７０号見通し線上基点第３

０３号から２００メートルの点 

                点エ  基点第３０３号から基点第７７号見通し線上基点第３

０３号から２００メートルの点 

                点オ  基点第３０４号から邑久町長島古波止立石見通し線上

基点第３０４号から３００メートルの点 

                点カ  基点第３０６号から基点第３１０号見通し線上基点第

３０６号から２００メートルの点 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３１  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第３２号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市邑久町長島北地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第３１０号、点ア、イ及び基点第７７号の各点を順次結

んだ３直線、基点第７６号、点ウ及び基点第３０８号の各点を

順次結んだ２直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域 

    点の位置 

   基点第７６号  備前市日生町鴻島タコーズケ（蜂の頭）鼻突端に設置し

た標識 

     基点第７７号  備前市日生町鴻島日立鼻突端に設置した標識 

     基点第１０２号  備前市日生町大多府島北西イノコ岩に設置した標識 

    基点第３０７号  瀬戸内市邑久町長島北端日の出鼻に設置した標識 

    基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

    基点第３１０号  瀬戸内市邑久町長島一つ石に設置した標識 

    基点第３１１号  瀬戸内市邑久町虫明段島東端に設置した標識 

    基点第３２０号  瀬戸内市邑久町虫明古世の鼻北端防波堤基部 

                点ア  基点第３１０号から基点第３１１号見通し延長線と、

基点第３２０号から基点第３０７号見通し線との交差点 

                点イ  基点第３０７号から基点第３２０号見通し線上基点第

３０７号から２００メートルの点 

                点ウ  基点第７６号から基点第１０２号見通し線と、基点第

３０８号から日生町頭島南東端見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第  ３２  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第３３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市日生町鴻島西地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第７０号、点ア、イ及び基点第７７号の各点を順次結ん

だ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

      基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

     基点第７７号  備前市日生町鴻島日立鼻突端に設置した標識 

    基点第３０５号  瀬戸内市邑久町虫明塚ケ鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第７０号から邑久町虫明鍋島島頂見通し線上基点

第７０号から２００メートルの点 

                点イ  基点第７７号から基点第３０５号見通し線上基点第７

７号から３００メートルの点 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町、備前市日生町 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３３  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第３４号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市邑久町長島南、尻海地先 

 

 

４ 漁場の区域  次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除く。 

 

 （１）基点第３０８号、点ア、イ、ウ、エ、オ及び基点第４０２号の各点を

順次結んだ６直線、基点第３１８号及び基点第３１９号を結んだ直線並

びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

    点の位置 

    基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

    基点第３１２号  瀬戸内市邑久町尻海立石鼻突端ヤグラ石に設置した標

識 

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

    基点第３１５号  瀬戸内市邑久町尻海旧錦海塩業(株)潮止えん堤排水口

から南えん堤上３００ｍの地点に設置した標識 

    基点第３１８号  瀬戸内市邑久町虫明瀬溝渡船場突端西角に設置した標

識  

    基点第３１９号  瀬戸内市邑久町虫明向瀬渡船場突端西角に設置した標

識 

     基点第４０２号  瀬戸内市邑久町・牛窓町界旧錦海塩業(株)潮止えん堤

上に設置した標識 

                点ア  基点第３０８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎東端

見通し線と、基点第３１３号から備前市日生町大多府島

南端見通し線との交差点 

                点イ  基点第３１２号から瀬戸内市牛窓町鼠島東端見通し線

と、基点第３１３号から日生町大多府島南端見通し線と

の交差点 

                点ウ  基点第３１３号から牛窓町下筏礁見通し線上基点第３

１３号から４００メートルの点 

                点エ  基点第３１５号から点ウ見通し線上基点第３１５号か

ら３００メートルの点 

                点オ 基点第４０２号から牛窓町鼠島北端見通し線上基点第

４０２号から３００メートルの点 

 

（２）点ア、イ及を結んだ直線と防波堤及び最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域。 

     点の位置 

        点ア  瀬戸内市邑久町尻海４３８２－１０４北東防波堤突端 

        点イ  瀬戸内市邑久町尻海４３８２－１０４北西防波堤突端 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第  ３４  号 

第２種共同漁業権 

（１）の図面 



 

 

 

  
（２）の図面 



 



 

１ 免許番号  岡共第３５号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市牛窓町鼠島地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第４３０号を中心にして半径１５０メートルの円と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第４３０号  瀬戸内市牛窓町鼠島島頂に設置した標識 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町、牛窓町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３５  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第３６号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  備前市日生町鴻島西地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第７０号、点ア、イ及び基点第７７号の各点を順次結ん

だ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

     基点第７７号  備前市日生町鴻島日立鼻突端に設置した標識 

    基点第３０５号  瀬戸内市邑久町虫明塚ケ鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第７０号から瀬戸内市邑久町虫明鍋島島頂見通し

線上基点第７０号から２００メートルの点 

                点イ  基点第７７号から基点第３０５号見通し線上基点第７

７号から３００メートルの点 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市邑久町、備前市日生町 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第  ３６  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第３７号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市邑久町地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第３０１号、点ア、イ、基点第７０号、点ウ、エ及び基

点第７７号の各点を順次結んだ６直線、基点第７６号、点オ、

カ、キ及び基点第３１２号の各点を順次結んだ４直線並びに最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠

等の区域は除く。 

    点の位置 

     基点第３３号  備前市日生町鹿久居島西端タタリ鼻突端に設置した標識 

     基点第７０号  備前市日生町鴻島長坂鼻突端に設置した標識 

   基点第７６号  備前市日生町鴻島タコーズケ（蜂の頭）鼻突端に設置し

た標識 

     基点第７７号  備前市日生町鴻島日立鼻突端に設置した標識 

   基点第１０２号 備前市日生町大多府島北西イノコ岩に設置した標識 

     基点第２０１号 備前市穂浪・日生町日生界呼子の鼻南端に設置した標

識 

     基点第２０２号  備前市穂浪越鳥鼻南端に設置した標識 

    基点第２０３号  備前市穂浪高座ノ鼻南端に設置した標識 

     基点第３０１号  備前市・瀬戸内市界高目鼻突端に設置した標識 

    基点第３０５号  瀬戸内市邑久町虫明塚ケ鼻突端に設置した標識 

    基点第３０８号  瀬戸内市邑久町長島楯崎東端に設置した標識 

    基点第３１２号  瀬戸内市邑久町尻海立石鼻突端ヤグラ石に設置した標

識 

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

                点ア 基点第３０１号から基点第２０３号見通し線と、基点

第２０１号から備前市久々井宮山高見通し線との交差点 

                点イ 基点第２０１号から備前市久々井宮山高見通し線と、

基点第７０号から基点第２０２号見通し線との交差点 

                点ウ 基点第７０号から瀬戸内市邑久町鍋島島頂見通し線上

基点第７０号から２００メートルの点 

                点エ 基点第７７号から基点第３０５号見通し線上基点第７

７号から２８０メートルの点 

                点オ 基点第７６号から基点第１０２号見通し線と、点カか

ら基点第３３号見通し線との交差点 

                点カ 基点第３０８号から香川県小豆郡小豆島町金ケ崎東端

見通し線と、基点第３１３号から日生町大多府島南端見

通し線との交差点 

                点キ 基点第３１２号から瀬戸内市牛窓町鼠島東端見通し線

と、基点第３１３号から日生町大多府島南端見通し線と

の交差点 

 

 

５ 関係地区 瀬戸内市邑久町 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３７  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号 岡共第３８号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３ 漁場の位置  瀬戸内市邑久町尻海地先 

 

 

４  漁場の区域  次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域。 

 

（１）基点第３１２号、点ア及び基点第４０４号の各点を順次結んだ２直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第３１２号  瀬戸内市邑久町尻海立石鼻突端ヤグラ石に設置した標

識 

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

   基点第４０５号 瀬戸内市牛窓町鼠島東端に設置した標識 

                点ア  基点第３１２号から基点第４０５号見通し線と、基点

第４０４号から瀬戸内市邑久町虫明木島南東端見通し線

との交差点 

 

（２）点ア、イ及を結んだ直線と防波堤及び最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域。 

    点の位置 

      点ア  瀬戸内市邑久町尻海４３８２－１０４北東防波堤突端 

      点イ  瀬戸内市邑久町尻海４３８２－１０４北西防波堤突端 

 

 

５ 関係地区 瀬戸内市邑久町、牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３８  号 

第２種共同漁業権 

（１）の図面 



 

 

 

  

（２）の図面 



 



 

１  免許番号  岡共第３９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

    １１月１日から翌年の３月３１日まで 

    

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第４０３号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、基点第４

１６号及び基点第４１０号の各点を順次結んだ９直線と最大高

潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の

区域は除く。 

  点の位置  

    基点第３１４号  瀬戸内市邑久町尻海太鼓石ノ鼻太鼓岩に設置した標識 

     基点第３３６号  瀬戸内市邑久町福谷稲鼻（猪ノ鼻）突端に設置した標

識 

     基点第４０２号  瀬戸内市邑久町・牛窓町界旧錦海塩業（株）潮止えん

堤上に設置した標識 

    基点第４０３号  瀬戸内市牛窓町旧錦海塩業（株）潮止えん上、基点第

４０２号から南へ３００メートルの地点に設置した標識 

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

    基点第４０６号  瀬戸内市牛窓町上筏礁灯台 

    基点第４１０号  瀬戸内市牛窓町牛窓西町防波堤基部に設置した標識 

     基点第４１３号  瀬戸内市牛窓町前島網代崎東端に設置した標識 

    基点第４１６号  瀬戸内市牛窓町前島ヨシノ鼻突端に設置した標識 

    基点第４１７号  瀬戸内市牛窓町黄島枇杷ノ首北東端に設置した標識 

    基点第４１９号  瀬戸内市牛窓町黄島大角突端に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２１号  瀬戸内市牛窓町黒島早崎南端に設置した標識 

    基点第４２３号  瀬戸内市牛窓町鹿忍馬立鼻突端に設置した標識 

                点ア 基点第３１４号から基点第４０４号見通し線と基点第

４０２号から瀬戸内市牛窓町鼠島北端見通し線との交差

点 

                点イ 基点第４０６号から基点３３６号見通し線と、点アか

ら牛窓町鼠島北端見通し延長線との交差点 

                点ウ 基点第４０４号から基点第４０６号見通し延長線と、

基点第４１３号から邑久町木島東南端見通し線との交差

点 

                点エ 基点第４０４号から牛窓町青島東端見通し延長線と、

基点第４１７号から牛窓町青島南東端見通し延長線との

交差点 

                点オ 基点第４１９号から真方位１８０度見通し線と、基点

第４２０号から牛窓町黄島早崎突端見通し延長線との交

差点 

                点カ 基点第４２１号から牛窓町鹿忍城ケ鼻見通し線と、基

点第４２３号から牛窓町黒島百尋礁西端見通し延長線と

の交差点 

                点キ 基点第４１６号から牛窓町黒島百尋礁北端見通し延長

線と、基点第４２３号から牛窓町黒島百尋礁西端見通し

線との交差点 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ３９  号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第４０号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

   １１月１日から翌年の３月３１日まで 

   

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町地先 

 

 

４  漁場の区域  次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第４１０号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第６０１号の各点を順次結

んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝

渠等の区域は除く。 

  点の位置  

    基点第４１０号  瀬戸内市牛窓町牛窓西町防波堤基部に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２２号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧協和カーボン（株）岡山工場荷

揚場西端に設置した標識 

    基点第４２３号  瀬戸内市牛窓町鹿忍馬立鼻突端に設置した標識 

     基点第４２４号  瀬戸内市牛窓町鹿忍サカケノ鼻突端に設置した標識 

    基点第４２５号  瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻南端に設置した標識 

    基点第４６６号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島西端に設置した標識 

     基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

                点ア 基点第４２２号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

と、基点第４２３号から基点第４６６号見通し線との交

差点 

                点イ 基点第４２２号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

と、基点第４２４号から基点第４２０号見通し線との交

差点 

                点ウ 基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上基点第４２５号から３００メートルの点 

                点エ 基点第６０１号から岡山市東区犬島沖鼓島東端見通し

線と、基点第４２５号から玉野市番田鉾島南端見通し線

との交差点 

 

（２）基点第４２２号、点オ及び点カの各点を順次結んだ２直線と最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置  

    基点第４２２号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧協和カーボン(株)岡山工場荷揚

場西端に設置した標識 

    基点第４６６号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島西端に設置した標識 

                点オ 基点第４２２号から基点第４６６号見通し線と、牛窓

町鹿忍鹿歩山高頂（９９）から牛窓町前島吉田山高頂

（７１）見通し線との交差点 

                点カ 牛窓町鹿忍鹿歩山高頂（９９）から牛窓町前島吉田山

高頂（７１）見通し線と牛窓町牛窓船戸浜の最大高潮時

海岸線との交差点 

 

 

５ 関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４０  号 

第１種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第４１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町東地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第４０２号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第４０８号の各

点を順次結んだ５直線と防波堤及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域 

  点の位置  

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

     基点第３３６号  瀬戸内市邑久町福谷稲鼻（猪ノ鼻）突端に設置した標

識 

     基点第４０２号  瀬戸内市邑久町・牛窓町界旧錦海塩業(株)潮止えん堤

上に設置した標識 

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

    基点第４０６号  瀬戸内市牛窓町上筏礁灯台 

    基点第４０８号  瀬戸内市牛窓町牛窓東町生田防波堤突端に設置した標

識 

     基点第４１３号  瀬戸内市牛窓町前島網代崎東端に設置した標識 

                点ア 基点第４０２号から瀬戸内市牛窓町鼠島北端見通し線

と、基点第４１３号から基点第３１３号見通し線との交

差点 

                点イ 基点第４０４号から基点第４０６号見通し線と、基点

第４１３号から基点第３１３号との交差点 

                点ウ 基点第４０２号から牛窓町鼠島北端見通し延長線と、

基点第４０６号から基点第３３６号見通し線との交差点 

                点エ 基点第４０４号から基点第４０６号見通し延長線と、

第４１３号から邑久町木島東南端見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４１  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第４２号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町前島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第４１１号、点ア、ウ、エ、オ、カ、キ及び基点第４１ 

６号の各点を順次結んだ７直線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域 

  点の位置  

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

    基点第４０６号  瀬戸内市牛窓町上筏礁灯台 

    基点第４１１号  瀬戸内市牛窓町前島城ケ鼻灯台 

    基点第４１２号  瀬戸内市牛窓町前島火番ノ鼻北端に設置した標識 

     基点第４１３号  瀬戸内市牛窓町前島網代崎東端に設置した標識 

    基点第４１６号  瀬戸内市牛窓町前島ヨシノ鼻突端に設置した標識 

    基点第４１７号  瀬戸内市牛窓町黄島枇杷ノ首北東端に設置した標識 

    基点第４１９号  瀬戸内市牛窓町黄島大角突端に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２１号  瀬戸内市牛窓町黒島早崎南端に設置した標識 

    基点第４２３号  瀬戸内市牛窓町鹿忍馬立鼻突端に設置した標識 

   基点第４５０号 瀬戸内市牛窓町黄島南端早崎に設置した標識 

                点ア 基点第４１２号から基点第４０６号見通し線と、基点

第４１３号から基点第４０４号見通し線との交差点 

                点イ 基点第４０４号から基点第４０６号見通し延長線と、

基点第４１３号から瀬戸内市邑久町木島南東端見通し線

との交差点 

                点ウ 基点第４１７号から牛窓町青島西北端見通し延長線

と、点イから点エの見通し線との交差点 

                点エ 基点第４０４号から牛窓町青島東北端見通し延長線

と、基点第４１７号から牛窓町青島南端見通し延長線と

の交差点 

                点オ 基点第４１９号から真方位１８０度見通し線と、基点

第４２０号から基点第４５０号見通し延長線との交差点 

                点カ 基点第４２１号から瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻突端見

通し線と、基点第４２３号から牛窓町黒島百尋礁西端見

通し延長線との交差点 

                点キ 基点第４１６号から牛窓町黒島百尋礁北端見通し延長

線と、基点第４２３号から牛窓町黒島百尋礁西端見通し

線との交差点     

 

 

５  関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４２  号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第４３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町地先 

 

 

４  漁場の区域  次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第４１０号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第６０１号の各点を順次結

んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝

渠等の区域は除く。 

  点の位置  

    基点第４１０号  瀬戸内市牛窓町牛窓西町防波堤基部に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２２号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧協和カーボン㈱岡山工場荷揚場

西端に設置した標識 

    基点第４２３号  瀬戸内市牛窓町鹿忍馬立鼻突端に設置した標識 

     基点第４２４号  瀬戸内市牛窓町鹿忍サカケノ鼻突端に設置した標識 

    基点第４２５号  瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻南端に設置した標識 

    基点第４６６号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島西端に設置した標識 

     基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

                点ア 基点第４２２号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

と、基点第４２３号から基点第４６６号見通し線との交

差点 

                点イ 基点第４２２号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

と、基点第４２４号から基点第４２０号見通し線との交

差点 

                点ウ 基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上基点第４２５号から３００メートルの点 

                点エ 基点第６０１号から岡山市東区犬島沖鼓島東端見通し

線と、基点第４２５号から玉野市番田鉾島南端見通し線

との交差点 

 

（２）基点第４２２号、点オ及び点カの各点を順次結んだ２直線と最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置  

    基点第４２２号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧協和カーボン㈱岡山工場荷揚場

西端に設置した標識 

    基点第４６６号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島西端に設置した標識 

                点オ 基点第４２２号から基点第４６６号見通し線と、牛窓

町鹿忍鹿歩山高頂（９９）から牛窓町前島吉田山高頂

（７１）見通し線との交差点 

                点カ 牛窓町鹿忍鹿歩山高頂（９９）から牛窓町前島吉田山

高頂（７１）見通し線と牛窓町牛窓船戸浜の最大高潮時

海岸線との交差点 

 

 

５  関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４３  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第４４号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町東地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第４０４号、点ア、イ、ウ及び基点第４０８号の各点を 

順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

    基点第４０５号  瀬戸内市牛窓町鼠島東端に設置した標識 

    基点第４０６号  瀬戸内市牛窓町上筏礁灯台 

    基点第４０７号  瀬戸内市牛窓町牛窓蕪崎南端に設置した標識 

    基点第４０８号  瀬戸内市牛窓町牛窓東町生田防波堤突端に設置した標 

識 

     基点第４１３号  瀬戸内市牛窓町前島網代崎東端に設置した標識 

                点ア  基点第４０４号から瀬戸内市邑久町木島南東端見通し

線と、基点第４０５号から基点第３１３号見通し線との

交差点 

                点イ  基点第４０４号から基点第４０６号見通し延長線と、

基点第４１３号から邑久町木島南東端見通し線との交差

点 

                点ウ  基点第４０７号から牛窓町下筏礁北端見通し延長線

と、基点第４１３号から邑久町木島南東端見通し線との

交差点 

 

５関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４４  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第４５号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町前島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第４１１号、点ア、ウ、エ、オ、カ、キ及び基点第４１ 

６号の各点を順次結んだ７直線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域 

  点の位置 

   基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

    基点第４０６号  瀬戸内市牛窓町上筏礁灯台 

    基点第４１１号  瀬戸内市牛窓町前島城ケ鼻灯台 

    基点第４１２号  瀬戸内市牛窓町前島火番ノ鼻北端に設置した標識 

     基点第４１３号  瀬戸内市牛窓町前島網代崎東端に設置した標識 

    基点第４１６号  瀬戸内市牛窓町前島ヨシノ鼻突端に設置した標識 

    基点第４１７号  瀬戸内市牛窓町黄島枇杷ノ首北東端に設置した標識 

    基点第４１９号  瀬戸内市牛窓町黄島大角突端に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２１号  瀬戸内市牛窓町黒島早崎南端に設置した標識 

    基点第４２３号  瀬戸内市牛窓町鹿忍馬立鼻突端に設置した標識 

    基点第４５０号  瀬戸内市牛窓町黄島南端早崎に設置した標識 

                点ア  基点第４１２号から基点第４０６号見通し線と、基点

第４１３号から基点第４０４号見通し線との交差点 

                点イ 基点第４０４号から基点第４０６号見通し延長線と、

基点第４１３号から瀬戸内市邑久町木島南東端見通し線

との交差点 

                点ウ  基点第４１７号から牛窓町青島西北端見通し延長線

と、点イから点エの見通し線との交差点 

                点エ  基点第４０４号から牛窓町青島北東端見通し延長線

と、基点第４１７号から牛窓町青島南端見通し延長線と

の交差点 

                点オ  基点第４２０号から基点４５０号見通し延長線と、基

点第４１９号から真方位１８０度見通し線との交差点 

                点カ  基点第４２１号から瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻突端見

通し線と、基点第４２３号から牛窓町黒島百尋礁西端見

通し延長線との交差点 

                点キ  基点第４１６号から牛窓町黒島百尋礁北西端見通し延

長線と、基点第４２３号から牛窓町黒島百尋礁西端見通

し延長線との交差点 

 

 

５ 関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４５  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第４６号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町地先 

 

 

４  漁場の区域  次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第４１０号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第６０１号の各点を順次結

んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝

渠等の区域は除く。 

  点の位置  

    基点第４１０号  瀬戸内市牛窓町牛窓西町防波堤基部に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２２号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧協和カーボン(株)岡山工場荷揚

場西端に設置した標識 

    基点第４２３号  瀬戸内市牛窓町鹿忍馬立鼻突端に設置した標識 

     基点第４２４号  瀬戸内市牛窓町鹿忍サカケノ鼻突端に設置した標識 

    基点第４２５号  瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻南端に設置した標識 

    基点第４６６号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島西端に設置した標識 

     基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

                点ア 基点第４２２号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

と、基点第４２３号から基点第４６６号見通し線との交

差点 

                点イ 基点第４２２号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

と、基点第４２４号から基点第４２０号見通し線との交

差点 

                点ウ 基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上基点第４２５号から３００メートルの点 

                点エ 基点第６０１号から岡山市東区犬島沖鼓島東端見通し

線と、基点第４２５号から玉野市番田鉾島南端見通し線

との交差点 

 

（２）基点第４２２号、点オ及び点カの各点を順次結んだ２直線と最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置  

    基点第４２２号  瀬戸内市牛窓町牛窓旧協和カーボン(株)岡山工場荷揚

場西端に設置した標識 

    基点第４６６号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島西端に設置した標識 

                点オ 基点第４２２号から基点第４６６号見通し線と、牛窓

町鹿忍鹿歩山高頂（９９）から牛窓町前島吉田山高頂

（７１）見通し線との交差点 

                点カ 牛窓町鹿忍鹿歩山高頂（９９）から牛窓町前島吉田山

高頂（７１）見通し線と牛窓町牛窓船戸浜の最大高潮時

海岸線との交差点 

 

 

５ 関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４６  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第４７号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町前島城ケ鼻地先 

 

 

４  漁場の区域  点アを中心として半径１５０メートルの円によって囲まれた

区域 

    点の位置 

    基点第４１１号  瀬戸内市牛窓町前島城ケ鼻灯台 

                点ア 基点第４１１号から瀬戸内市牛窓町上筏礁燈台見通し  

線上基点第４１１号から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第  ４７  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第４８号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町前島東地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線によっ

て囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第４０４号  瀬戸内市牛窓町牛窓鯔網崎北東端に設置した標識 

    基点第４１７号  瀬戸内市牛窓町黄島枇杷ノ首北東端に設置した標識 

    基点第４１８号  瀬戸内市牛窓町黄島港防波堤突端に設置した標識 

    基点第４２６号  瀬戸内市牛窓町青島北端に設置した標識 

                点ア  基点第４１７号から瀬戸内市牛窓町前島網代崎南端見 

通し延長線と、基点第４２６号から牛窓町牛窓源十のハ

ゲの高見通し線との交差点 

                点イ  基点第４１７号から牛窓町前島網代崎南端見通し延長

線と、基点第４２６号から基点第４０４号見通し線との

交差点 

                点ウ  基点第４１８号から牛窓町青島北西端見通し延長線

と、基点第４２６号から基点第４０４号見通し線との交

差点 

                点エ  基点第４１８号から牛窓町青島北西端見通し延長線

と、基点第４２６号から牛窓町牛窓源十のハゲの高見通

し線との交差点 

 

 

５  関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第  ４８  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第４９号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町青島北東地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線によっ

て囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第３１３号  瀬戸内市邑久町尻海通り鼻突端に設置した標識 

     基点第４１３号  瀬戸内市牛窓町前島網代崎東端に設置した標識 

    基点第４１７号  瀬戸内市牛窓町黄島枇杷ノ首北東端に設置した標識 

    基点第４１９号  瀬戸内市牛窓町黄島大角突端に設置した標識 

                点ア  基点第４１９号から瀬戸内市牛窓町青島南東端見通し 

延長線と、基点第４１３号から牛窓町青島北端見通し線

との交差点 

                点イ  基点第３１３号から牛窓町鼠島西端見通し延長線と、

基点第４１９号から瀬戸内市牛窓町青島南東端見通し延

長線との交差点 

                点ウ  基点第３１３号から鼠島西端見通し延長線と、基点第

４１７号から牛窓町青島南端見通し延長線との交差点 

                点エ  基点第４１３号から牛窓町青島北端見通し延長線と、

基点第４１７号から牛窓町青島南端見通し延長線との交

差点 

 

 

５ 関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ４９  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５０号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町黄島東地先 

 

 

４  漁場の区域  点アを中心に半径１５０メートルの円によって囲まれた区域 

         点の位置 

    基点第４１９号  瀬戸内市牛窓町黄島大角突端に設置した標識 

                点ア  基点第４１９号から真方位５０度見通し線上基点第４  

１９号から８５０メートル 

 

 

５  関係地区 瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５０  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５１号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町黄島南西地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ、オ及び点アの各点を順次結んだ５直線に   

よって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第４１４号  瀬戸内市牛窓町前島船原に設置した標識 

    基点第４１５号  瀬戸内市牛窓町前島小崎突端に設置した標識 

    基点第４１９号  瀬戸内市牛窓町黄島大角突端に設置した標識 

    基点第４２０号  瀬戸内市牛窓町黒島ホクラ崎南端に設置した標識 

    基点第４２７号  瀬戸内市牛窓町牛窓紺浦新防波堤中間部に表示した標 

識 

    基点第４２９号  瀬戸内市牛窓町黄島波止鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第４１９号から瀬戸内市牛窓町黄島中崎南端見通

し延長線と、基点第４１５号から牛窓町黄島西端見通し

延長線との交差点 

                点イ   基点第４１９号から牛窓町黄島中崎見通し延長線と、

基点第４２７号から牛窓町前島南西端見通し延長線との

交差点 

                点ウ   基点第４１４号から牛窓町黄島枇杷ノ首北西端見通し

延長線と、基点第４２７号から牛窓町前島南西端見通し

線との交差点 

                点エ   基点第４１４号から牛窓町黄島枇杷ノ首北西端見通し

延長線と、基点第４２９号から基点第４２０号見通し線

との交差点 

                点オ   基点第４１５号から牛窓町黄島西端見通し延長線と、

基点第４２９号から基点第４２０号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５１  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５２号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町黒島南西地先 

 

 

４  漁場の区域  点アを中心として半径１５０メートルの円によって囲まれた 

区域 

    点の位置 

    基点第４２８号  瀬戸内市牛窓町黒島端ノ小島南端に設置した標識 

                点ア  基点第４２８号から真方位１６５度見通し線上基点第   

４２８号から３５０メートルの点 

 

 

５  関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５２  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５３号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町牛窓瀬戸 

 

 

４ 漁場の区域 基点第４０８号及び基点第４１１号を結んだ直線、基点第４ 

１０号及び基点第４１６号を結んだ直線並びに最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除

く。 

    点の位置 

    基点第４０８号  瀬戸内市牛窓町牛窓東町生田防波堤突端に設置した標

識 

    基点第４１０号  瀬戸内市牛窓町牛窓西町防波堤基部に設置した標識 

    基点第４１１号  瀬戸内市牛窓町前島城ケ鼻灯台 

    基点第４１６号  瀬戸内市牛窓町前島ヨシノ鼻突端に設置した標識 

 

 

５  関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５３  号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第５４号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  瀬戸内市牛窓町鹿忍地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ及び点エの各点を順次結んだ３直線と一文字防

波堤とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     点ア 瀬戸内市牛窓町鹿忍朝日漁港子父雁地区一文字防波堤東側突端に

設置した標識 

     点イ 点アから真方位４８度見通し線上点アから７０メートルの点 

     点ウ 点エから真方位４８度見通し線上点エから７０メートルの点 

     点エ 瀬戸内市牛窓町鹿忍朝日漁港子父雁地区一文字防波堤西側突端に

設置した標識 

 

 

５  関係地区  瀬戸内市牛窓町 

 

 

 

 

  



 

 

 

岡共第  ５４  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５５号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    なまこ漁業 

   １１月１日から翌年３月３１日まで 

    あおのり漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線と最大 

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第４２５号  瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻南端に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上基点第４２５号から２，０００メートルの点 

                点イ  基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上点アから１，５００メートルの点 

                点ウ 基点第６１７号から真方位１８０度見通し線上点エか

ら１，７００メートルの点 

                点エ  基点第６１７号から真方位１８０度見通し線上基点第

６１７号から１，１００メートルの点 

 

 

５  関係地区  岡山市 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５５  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５６号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

   なまこ漁業 

    １１月１日から翌年３月３１日まで 

    あおのり漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区正儀、久々井、宝伝地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第６０１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び基点第６２

０号の各点を順次結んだ７直線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

     基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

    基点第６２０号  岡山市東区正儀津栗鼻突端に設置した標識 

    基点第６２１号  岡山市東区正儀、南水門町界に設置した標識 

    基点第６２２号  岡山市東区水門町亀岩 

    基点第６２３号  岡山市東区東幸西岡山港幸西地区西防波堤基部に設置

した標識 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

    基点第８２３号  岡山市南区小串宝録山東山麓南東端に設置した標識 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

                点ア 基点第６０１号から岡山市東区犬島沖鼓島東端見通し

線上基点第６０１号から３００メートルの点 

                点イ  基点第６１７号から岡山市東区犬島地竹ノ子島西端見

通し線上基点第６１７号から４００メートルの点 

                点ウ  基点第６７２号から基点第８２７号見通し線上基点第

６７２号から５００メートルの点 

                点エ  基点第６２２号から基点第８２３号見通し線と、基点

第６７２号から岡山市東区鳩島高見通し線との交差点 

                点オ 基点第６２１号から基点第６２３号見通し線と、基点

第６２２号から基点第８２３号見通し線との交差点 

                点カ  基点第６２１号から基点第６２３号見通し線と、基点

第６２２号から基点第６２０号見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５６  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５７号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    はまぐり漁業 

    １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区九蟠地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線によっ

て囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６２４号  岡山市東区西幸西外波崎突端大石に設置した標識 

    基点第６２５号  岡山市東区西幸西海水浴場堤防南端から北へ１００メ

ートルの点に設置した標識 

    基点第６２８号  岡山市東区西幸西比沙古岩灯標中央 

    基点第６３１号  岡山市東区乙子水門西堤防南西端角に設置した標識 

    基点第６３６号  岡山市東区九蟠九蟠港東防波堤中部曲角部角に設置し

た標識 

    基点第８２０号  岡山市南区小串和光機工(株)護岸北西角に設置した標

識 

                点ア  基点第６３６号から基点第６２５号見通し線と、基点

第６３１号から基点第８２０号見通し線との交差点 

                点イ  基点第６３６号から基点第６２５号見通し線と、基点

第６２８号から玉野市東児町八丈岩山立石見通し線との

交差点 

                点ウ  基点第６２８号から玉野市番田八丈岩山立石見通し線

と、基点第６２４号から岡山市東区九蟠九蟠港東防波堤

南東端見通し線との交差点 

                点エ  基点第６３１号から基点第８２０号見通し線と、基点

第６２４号から岡山市東区九蟠九蟠港東防波堤南東端見

通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５７  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５８号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    しゃこ、しじみ、あさり、はまぐり漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区九蟠地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、基点第６２８号、点ウ及び点アの各点を順次結ん

だ４直線によって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６２８号  岡山市東区西幸西比沙古岩灯標中央 

    基点第６２９号  岡山市東区西幸西ボンボン山南護岸北端に設置した標 

識 

    基点第６３１号  岡山市東区乙子水門西堤防南西端角に設置した標識 

    基点第６３７号  岡山市東区九蟠九蟠港東防波堤基部燈篭 

    基点第６４４号  岡山市東区九蟠九蟠水位観測所 

                点ア  基点第６２９号から基点第６４４号見通し線上点イか    

ら３５０メートルの点 

                点イ  基点第６２９号から基点第６４４号見通し線と、基点

第６３１号から基点第６２８号見通し線との交差点 

                点ウ  基点第６２８号から基点第６３７号見通し線上基点第

６２８号から２５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ５８  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第５９号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    しゃこ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８０６号及び基点第８０７号を結んだ直線、基点第８ 

０３号、点イ、ア及び基点第８３３号の各点を結んだ３直線並

びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河

川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

     基点第８０２号  岡山市中区江並三蟠港北防波堤突端に設置した標識 

    基点第８０３号  岡山市中区江並旧渡船場に設置した標識 

    基点第８０６号  岡山市中区桜橋１丁目岡山ガス(株)荷揚げ場防波堤基

部に設置した標識 

    基点第８０７号  岡山市中区七日市東町旧渡船場ガンギ南角に設置した

標識 

    基点第８０８号  岡山市南区福島１丁目住吉神社南東端燈篭 

    基点第８３３号  岡山市南区海岸通１丁目旭川右岸(株)クラレ岡山事業

所岸壁南東端に設置した標識 

                点ア  基点第８３３号から基点第８０２号見通し線と、基点

第８０８号から岡山市旭川河口積石の石柱に設置した標

識見通し線との交差点 

                点イ  基点第８０８号から岡山市旭川河口積石の石柱見通し

線と、基点第８０３号から玉野市常山の高頂（３０７．

２）見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 
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業
権

 



 

１ 免許番号  岡共第６０号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    しゃこ漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区高島東地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８０１号及び基点第８２８号を結んだ直線、基点第８   

２９号、点ア及び基点第６３８号の各点を結んだ２直線並びに

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝

渠等の区域は除く。 

    点の位置 

    基点第６３８号  岡山市東区升田津田港防波堤南西角に設置した標識 

    基点第８０１号  岡山市中区沖元百間川樋門南西角に設置した標識 

    基点第８１８号  岡山市南区阿津大川原川河口右岸角に設置した標識 

    基点第８２８号  岡山市南区高島北端地蔵岩に設置した標識 

    基点第８２９号  岡山市南区高島南端中央船着場南東角に設置した標識 

                点ア 基点第６３８号から基点第８１８号見通し線と、基点  

第８２９号から岡山市東区鳩島南端見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区 岡山市  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ６０  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第６１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  しゃこ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区阿津、小串地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８１８号及び点ア、基点第８２６号及び点イをそれぞ

れ結んだ直線並びに基点第８１８号及び基点第８２６号の間に

おける最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの線によって

囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第６３８号  岡山市東区升田津田港防波堤南西角に設置した標識 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

    基点第８１８号  岡山市南区阿津大川原川河口右岸角に設置した標識 

    基点第８２６号  岡山市南区小串東米崎北端に設置した標識 

                点ア  基点第８１８号から基点第６３８号見通し線上基点第

８１８号から５０メートルの点 

                点イ  基点第８２６号から基点第６７２号見通し線上基点第

８２６号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ６１  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第６２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  わかめ漁業 

  ２月１６日から９月３０日まで 

   

 

３  漁場の位置  岡山市南区小串米崎、相引地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第８２７号及び点ア、基点第９１９号及び点イをそれぞ

れ結んだ直線並びに基点第８２７号及び基点第９１９号の間に

おける最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの線によって

囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

     基点第９１９号  玉野市番田相引川右岸河口えん堤北東端角に設置した

標識 

                点ア 基点第８２７号から犬島沖竹ノ子島南端見通し線上基

点第８２７号から５０メートルの点 

                点イ 基点第９１９号から真方位１５２度見通し線上（香川

県小豆郡土庄町豊島旧虻山高見通し線）基点第９１９号

から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市南区小串 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第  ６２  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第６３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区西大寺浜、西大寺新、乙子、西幸西地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６２４号及び点ア、基点第６３４号及び点イをそれぞ

れ結んだ直線並びに基点第６２４号及び基点第６３４号の間に

おける最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの線によって

囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

    基点第６２４号  岡山市東区西幸西外波崎突端大石に設置した標識 

    基点第６３４号  岡山市東区西大寺浜旧永安橋東詰下流基部に設置した

標識 

    基点第６４２号  岡山市東区西大寺中３丁目旧永安橋西詰下流基部に設

置した標識 

    基点第６５８号  岡山市東区九蟠九蟠港東防波堤突端南東端角に設置し

た標識 

                点ア 基点第６２４号から基点第６５８号見通し線上基点第

６２４号から５０メートルの点 

                点イ  基点第６３４号から基点第６４２号見通し線上基点第

６３４号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡
共
第

 
 
６
３

 
 号

 

第
１
種
共
同
漁
業
権

 



 

１ 免許番号  岡共第６４号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区九蟠、豊田、升田、沖元地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６３５号と点ア、基点第６３７号と点イをそれぞれ結

んだ直線並びに基点第６３５号と基点第６３７号の間における

最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの線によって囲まれ

た区域及び基点第６３７号と点ウ、基点第８０１号と点エの間

における最大高潮時海岸線から沖出し１００メートルの線とに

よって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

    基点第６２８号  岡山市西幸西比沙古岩灯標 

    基点第６３５号  岡山市東区金岡東町３丁目日本エクスラン(株)西大寺

工場南端堤防内石燈篭 

    基点第６３７号  岡山市東区九蟠九蟠港東防波堤基部燈篭 

    基点第６７７号  岡山市東区乙子永江川右岸河口突端に設置した標識 

    基点第８０１号  岡山市中区沖元百間川樋門南西角に設置した標識 

    基点第８２８号  岡山市南区高島北端地蔵岩に設置した標識 

                点ア  基点第６３５号から基点第６７７号見通し線上基点第

６３５号から５０メートルの点 

                点イ  基点第６３７号から基点第６２８号見通し線上基点第

６３７号から５０メートルの点 

                点ウ  基点第６３７号から基点第６２８号見通し線上基点第

６３７号から１００メートルの点 

                点エ  基点第８０１号から基点第８２８号見通し線上基点第

８０１号から１００メートルの点 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ６４  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第６５号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市中区平井、江崎、江並地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８０２号及び点ア、基点第８５２号及び基点第８３２

号をそれぞれ結んだ直線並びに基点第８０２号及び基点第８５

２号の間における最大高潮時海岸線から沖出し１００メートル

の線によって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除

く。 

    点の位置 

     基点第８０２号  岡山市中区江並三蟠港北防波堤突端に設置した標識 

    基点第８３２号  岡山市中区平井貯木場南防波堤南西端角に設置した標

識 

   基点第８３３号 岡山市南区海岸通１丁目旭川右岸(株)クラレ岡山事業

所岸壁南東端に設置した標識 

    基点第８５２号  岡山市中区平井貯木場南防波堤基部に設置した標識 

                点ア  基点第８０２号から基点第８３３号見通し線上基点第

８０２号から１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡
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１ 免許番号  岡共第６６号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区福島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８０８号及び点ア、基点第８３１号及び点イをそれぞ

れ結んだ直線並びに基点第８０８号及び基点第８３１号の間に

おける最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの線によって

囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第８０８号  岡山市南区福島１丁目住吉神社南東端燈篭 

    基点第８３１号  岡山市南区海岸通１丁目(株)クラレ岡山事業所排水樋

門防波堤突端に設置した標識 

                点ア  基点第８０８号から岡山市中区平井宮道ケレップ水制

基部見通し線上基点第８０８号から５０メートルの点 

                点イ  基点第８３１号から岡山市中区江並送電鉄塔見通し線

上基点第８３１号から５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 
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 号

 

第
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業
権

 



 

１ 免許番号  岡共第６７号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

    あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区高島地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８２８号及び点ア、基点第８２９号及び点イをそれぞ

れ結んだ直線並びに基点第８２８号及び基点第８２９号（高島

東）の間における最大高潮時海岸線から沖出し５０メートルの

線によって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第８０１号  岡山市中区沖元百間川樋門南西角に設置した標識 

    基点第８２８号  岡山市南区高島北端地蔵岩に設置した標識 

    基点第８２９号  岡山市南区高島南端中央船着場南東角に設置した標識 

     基点第８４１号  岡山市南区宮浦宮浦港東堤防突端に設置した標識 

                点ア  基点第８２８号から基点第８０１号見通し線上基点第

８２８号から５０メートルの点 

                点イ  基点第８２９号から基点第８４１号見通し線上基点第

８２９号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ６７  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第６８号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第１種共同漁業 

  あおのり漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区郡、北浦、宮浦、阿津、小串地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８２７号及び点ア、基点第８５３号及び基点第８３０

号をそれぞれ結んだ直線並びに基点第８２７号から基点第８５

３号の間における最大高潮時海岸線から沖出し１００メートル

の線によって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除

く。 

    点の位置 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

    基点第８３０号  岡山市南区築港栄町岡山港西樋門防波堤突端に設置し

た標識 

   基点第８５３号 岡山市南区築港栄町児島湖締切堤防北東詰に設置した

標識 

                点ア  基点第８２７号から岡山市東区正儀飯盛岩高見通し線

上基点第８２７号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ６８  号 

第１種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第６９号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区正儀地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６７２号、点ア、イ及び基点第６１９号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第６１９号  岡山市東区正儀ＳＥＣカーボン(株)岡山工場堤防南西

端に設置した標識 

    基点第６２４号  岡山市東区西幸西外波崎突端大石に設置した標識 

    基点第６４３号  岡山市東区西幸西テイカ(株)工場敷地堤防南角に設置

した標識 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

                点ア  基点第６７２号から基点第６２４号見通し線上基点第

６７２号から６００メートルの点 

                点イ  基点第６１９号から基点第６４３号見通し線上基点第

６１９号から３５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市  

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ６９  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７０号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区正儀、久々井、宝伝地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６０１号、点ア、イ、ウ及び基点第６７２号の各点を

順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

     基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

                点ア  基点第６０１号から岡山市東区犬島沖鼓島東端見通し

線上基点第６０１号から３００メートルの点 

                点イ  基点第６１７号から岡山市東区犬島地竹ノ子島西端見

通し線上基点第６１７号から４００メートルの点 

                点ウ 基点第６７２号から基点第８２７号見通し線上基点第

６７２号から５００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市  

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７０  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第４２５号  瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻南端に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

                点ア 基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上基点第４２５号から２，０００メートルの点 

                点イ  基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上点アから１，５００メートルの点 

                点ウ  基点第６１７号から真方位１８０度見し線上点エから

１，７００メートルの点 

                点エ 基点第６１７号から真方位１８０度見通し線上基点第

６１７号から１，１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７１  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７２号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区宮浦地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８１４号、点ア及び基点第８１５号の各点を順次結ん

だ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第６３８号  岡山市東区升田津田港防波堤南西角に設置した標識 

    基点第８１４号  岡山市南区宮浦東川右岸河口北端角に設置した標識 

    基点第８１５号  岡山市南区宮浦小川干拓堤防西側北東端（第一曲角）

に設置した標識 

                点ア  基点第８１４号から岡山市東区鳩島南東端見通し線

と、基点第８１５号から基点第６３８号見通し線との交

差点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７２  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

    つぼ網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区北浦地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８１０号、点ア、イ及び基点第８１１号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第８１０号  岡山市南区北浦箱崎鼻の南西基部樋門北角に設置した

標識 

    基点第８１１号  岡山市南区北浦箱崎鼻北西端に設置した標識 

    基点第８３５号  岡山市南区築港栄町岡山港西灯台 

                点ア  基点第８１０号から基点第８３５号見通し線上基点第

８１０号から２５０メートルの点 

                点イ  基点第８１１号から岡山市南区海岸通１丁目(株)クラ

レ岡山事業所内送電鉄塔見通し線上基点第８１１号から

１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

岡共第  ７３  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７４号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区小串地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８２３号、点ア及び基点第８２４号の各点を順次結ん

だ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

  点の位置 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

    基点第８２３号  岡山市南区小串宝録山東山麓南東端に設置した標識 

    基点第８２４号  岡山市南区小串米崎港北側堤防南東端角に設置した標

識 

                点ア  基点第８２４号から基点第６７２号見通し線と、基点

第８２３号から岡山市南区米崎北東端見通し線との交差

点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７４  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７５号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区阿津地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第８１７号、点ア、イ及び基点第８１８号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第６３８号  岡山市東区升田津田港防波堤南西角に設置した標識 

    基点第８１４号  岡山市南区宮浦東川右岸河口北端角に設置した標識 

    基点第８１７号  岡山市南区宮浦小川干拓東堤防北西端角に設置した標

識 

    基点第８１８号  岡山市南区阿津大川原川河口右岸角に設置した標識 

                点ア  基点第８１７号から基点第６３８号見通し線と、基点

第８１４号から岡山市南区阿津鼻面崎北端見通し線との

交差点 

                点イ  基点第８１８号から基点第６３８号見通し線と、基点

第８１４号から岡山市南区阿津鼻面崎北端見通し線との

交差点 

 

 

５ 関係地区 岡山市  

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第  ７５  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７６号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区正儀、久々井、宝伝地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６０１号、点ア、イ、ウ及び基点第６７２号の各点を

順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

     基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

                点ア  基点第６０１号から岡山市東区犬島沖鼓島東端見通し

線上基点第６０１号から３００メートルの点 

                点イ  基点第６１７号から岡山市東区犬島地竹ノ子島西端見

通し線上基点第６１７号から４００メートルの点 

                点ウ  基点第６７２号から基点第８２７号見通し線上基点第

６７２号から５００メートル 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７６  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７７号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島地先 

 

 

４  漁場の区域  点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第４２５号  瀬戸内市牛窓町鹿忍城ケ鼻南端に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上基点第４２５号から２，０００メートルの点 

                点イ  基点第４２５号から岡山市東区犬島白石灯標見通し線

上点アから１，５００メートルの点 

                点ウ  基点第６１７号から真方位１８０度の線上点エから

１，７００メートルの点 

                点エ  基点第６１７号から真方位１８０度見通し線上基点第

６１７号から１，１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７７  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第７８号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  児島湾、吉井川及び旭川下流域 

 

 

４  漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）、（３）、（４）及び

（５）に掲げる区域を除いた区域 

 

（１）基点第６７２号及び基点第８２７号を結んだ直線、基点第６３４号及び

基点第６４２号を結んだ直線、基点第８０４号及び基点第８０５号を結んだ

直線、基点第８０２号及び点アを結んだ直線、基点第８３５号及び基点第８

３６号を結んだ直線並びに児島湾、吉井川及び旭川の最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

    点の位置 

    基点第６３４号  岡山市東区西大寺浜旧永安橋東詰下流基部に設置した

標識 

    基点第６４２号  岡山市東区西大寺中３丁目旧永安橋西詰下流基部に設

置した標識 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

     基点第８０２号  岡山市中区江並三蟠港北防波堤突端に設置した標識 

    基点第８０４号  岡山市北区小橋２丁目京橋東詰下流基部に設置した標

識 

    基点第８０５号  岡山市北区京橋町京橋西詰下流基部に設置した標識 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

    基点第８３５号  岡山市南区築港栄町岡山港西灯台 

     基点第８３６号  岡山市南区築港元町岡山港東防波堤南西角に設置した

標識 

                点ア 岡山市中区新築港三蟠港南防波堤突端に設置した標識 

 

（２）基点第６２０号、点イ及び基点第６２１号の各点を順次結んだ２直線と

最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６２０号  岡山市東区正儀津栗鼻突端に設置した標識 

    基点第６２１号  岡山市東区正儀・南水門町界に設置した標識 

    基点第６２２号  岡山市東区水門町亀岩 

    基点第６２３号  岡山市東区東幸西岡山港幸西地区西防波堤基部に設置

した標識 

                点イ  基点第６２０号から基点第６２２号見通し線と、基点

第６２３号から基点第６２１号見通し線との交差点 

 

（３）基点第６２３号、点ウ及び基点６４３号の各点を順次結んだ２直線と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６２１号  岡山市東区正儀・南水門町界に設置した標識 

    基点第６２２号  岡山市東区水門町亀岩 

    基点第６２３号  岡山市東区東幸西岡山港幸西地区西防波堤基部に設置

した標識 

    基点第６４３号  岡山市東区西幸西テイカ(株)工場敷地堤防東角に設置

した標識 

                点ウ  基点第６４３号から基点第６２２号見通し線と、基点

第６２３号から基点第６２１号見通し線との交差点 

 

（４）基点第８０１号及び基点第８２８号を結んだ直線、点エ及び基点第８２

９号を結んだ直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第８０１号  岡山市中区沖元百間川樋門南西角に設置した標識 

    基点第８２８号  岡山市南区高島北端地蔵岩に設置した標識 

    基点第８２９号  岡山市南区高島南端中央船着場南東角に設置した標識 

                点エ  岡山市中区新築港新岡山港西防波堤突端北東角に設置

した標識 

 



（５）点ア、イ及を結んだ直線と防波堤及び最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域 

    点の位置 

      点ア  岡山市南区築港栄町第二号水門東防波堤突端 

      点イ  岡山市南区築港栄町第二号水門西防波堤突端 

 

 

５   関係地区 岡山市 

  



 

 

 

  

岡共第  ７８  号 

第２種共同漁業権 

（１）の図面 

（２）の図面 



 

 

 

  

（２）の図面 



 

１ 免許番号  岡共第７９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 岡山市南区小串地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第８２７号、点ア、イ及び基点第８３８号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

     基点第８３８号  岡山市南区小串相引西防波堤突端に設置した標識 

     基点第９０２号  玉野市番田大入崎北東端に設置した標識 

                点ア 基点第８２７号から岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端見

通し線上基点第８２７号から５０メートルの点 

                点イ 基点第８３８号から真方位１５２度見通し線（香川県

小豆郡豊島旧虻山高見通し線）と、点アから基点第９０

２号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区  岡山市南区小串 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ７９  号 

第２種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８０号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島沖竹ノ子島南西地先 

 

 

４  漁場の区域  点アを中心として半径１００メートルの円によって囲まれた

区域 

    点の位置 

    基点第６１６号  岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端に設置した標識 

                点ア  基点第６１６号から玉野市石島北端見通し線上基点第

６１６号から１５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８０  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８１号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島西地先 

 

 

４  漁場の区域  点アを中心として半径１００メートルの円によって囲まれた

区域 

    点の位置 

     基点第６１３号  岡山市東区犬島地竹ノ子島北端に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

                点ア  基点第６１３号から基点第６１７号見通し線上基点第

６１３号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区  岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８１  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８２号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島犬ノ島北地先 

 

 

４  漁場の区域  点アを中心として半径５０メートルの円によって囲まれた区

域 

    点の位置 

    基点第６１１号  岡山市東区犬島犬ノ島北端に設置した標識 

                点ア  基点第６１１号から真方位０度見通し線上基点第６１

１号から５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８２  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８３号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島沖鼓島北地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６０３号を中心として半径５０メートルの円によって

囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６０３号  岡山市東区犬島沖鼓島猫石北端に設置した標識 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８３  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８４号 

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島沖鼓島東地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６０２号を中心として半径１００メートルの円によっ

て囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６０２号  岡山市東区犬島白石中央に設置した標識 

 

 

５ 関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８４  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８５号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島沖鼓島南地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６０５号、点ア、イ、ウ及び基点第６０７号の各点を

順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６０５号  岡山市東区犬島沖鼓島南東端（基点第６０６号）から

北へ１００メートルの点に設置した標識 

    基点第６０６号  岡山市東区犬島沖鼓島南東端に設置した標識 

    基点第６０７号  岡山市東区犬島沖鼓島南端に設置した標識 

                点ア  基点第６０５号から真方位９０度見通し線上基点第６

０５号から１５０メートルの点 

                点イ  基点第６０６号から真方位１３５度見通し線上基点第

６０６号から２００メートルの点 

                点ウ 基点第６０７号から真方位１８０度見通し線上基点第

６０７号から１５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８５  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８６号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島犬ノ島北西地先 

 

 

４  漁場の区域  基点第６１２号を中心として半径１００メートルの円によっ

て囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６１２号  岡山市東区犬島犬ノ島北西鰯礁大石に設置した標識 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８６  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８７号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島沖竹ノ子島、地竹ノ子島地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第６１５号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び基点第６３

９号の各点を順次結んだ７直線、基点第６４０号及び基点第６

４１号を結んだ直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

    点の位置 

    基点第６１５号  岡山市東区犬島地竹ノ子島南東端に設置した標識 

    基点第６１６号  岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端に設置した標識 

    基点第６３９号  岡山市東区犬島沖竹ノ子島東端に設置した標識 

    基点第６４０号  岡山市東区犬島地竹ノ子島南端に設置した標識 

    基点第６４１号  岡山市東区犬島沖竹ノ子島北西端に設置した標識 

    基点第６４５号  岡山市東区犬島地竹ノ子島北西端に設置した標識 

                点ア  基点第６１５号から岡山市東区犬島犬ノ島北西端見通

し線と、点イから犬ノ島南東端見通し線との交差点 

                点イ  基点第６４５号から真方位０度見通し線上基点第６４

５号から１００メートルの点 

                点ウ  基点第６４５号から真方位２７０度見通し線上基点第

６４５号から５０メートルの点 

                点エ  基点第６１６号から真方位１８０度見通し線上基点第

６１６号から１００メートルの点 

                点オ  点カから真方位１８０度見通し線と、点エから岡山市

東区犬島南西端見通し線との交差点 

                点カ  基点第６３９号から岡山市東区犬島南西端見通し線上

基点第６３９号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８７  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８８号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島東地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第６０９号、点ウ、イ、ア及び基点第６１０号の各点を

順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６０３号  岡山市東区犬島沖鼓島猫石北端に設置した標識 

    基点第６０９号  岡山市東区犬島鼓の口大石に設置した標識 

    基点第６１０号  岡山市東区犬島犬島海水浴場東防波堤突端 

    基点第６１６号  岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端に設置した標識 

                点ア  基点第６１０号から真方位１８０度見通し線と、基点

第６１６号から岡山市東区犬島沖鼓島南端見通し線との

交差点 

                点イ  基点第６１６号から岡山市東区犬島沖鼓島南端見通し

線上点アから２００メートルの点 

                点ウ 基点第６０９号から基点第６０３号見通し線上基点第

６０９から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ８８  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第８９号   

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島北地先 

 

４ 漁場の区域  点アを中心として半径５０メートルの円によって囲まれた区

域 

    点の位置 

    基点第６０８号  岡山市東区犬島北端に設置した標識 

                点ア  基点第６０８号から真方位０度見通し線上基点第６０

８号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第  ８９  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第９０号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島北地先 

 

 

４ 漁場の区域  基点第６４６号、点ア、イ及び基点第６４７号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第６４６号  岡山市東区犬島犬島港西側護岸北端に設置した標識 

    基点第６４７号  岡山市東区犬島中の谷東防波堤基部に設置した標識 

                点ア  基点第６４６号から真方位０度見通し線上基点第６４

６号から２００メートルの点 

                点イ  基点第６４７号から真方位０度見通し線上基点第６４

７号から２００メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡共第  ９０  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第９１号  

 

 

２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区犬島犬ノ島北西地先 

 

 

４ 漁場の区域  点アを中心に半径１００メートルの円で囲まれた区域 

         点の位置 

    基点第６１１号  岡山市東区犬島犬ノ島北端に設置した標識 

    基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

                点ア 基点第６１１号から岡山市南区小串米崎灯台見通し線 

と、基点第６１７号から岡山市東区犬島地竹ノ子島西端

見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ９１  号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第９２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市東区西幸西地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第６２６号、第６２７号、点ア、イ及び基点第６３０号

の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域 

  点の位置 

    基点第６２６号  岡山市東区西幸西墓山大岩に設置した標識 

    基点第６２７号  岡山市東区西幸西羽島港南防波堤突端に設置した標識 

    基点第６２８号  岡山市東区西幸西比沙古岩灯標中央 

    基点第６３０号  岡山市東区西幸西祇園港防波堤基部に設置した標識 

    基点第６４４号  岡山市東区九蟠九蟠水位観測所 

                点ア 基点第６２７号から基点第６２８号見通し線上基点第

６２７号から１００メートルの点 

                点イ 基点第６３０号から基点第６４４号見通し線上基点第

６３０号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ９２  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第９３号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市旭川河口域 

 

 

４ 漁場の区域 基点第８３４号を中心として半径５０メートルの円によって

囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第８３４号  旭川河口積石石柱 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ９３  号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第９４号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区北浦地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第８０９号、点ア、イ、ウ及び基点第８０９号の各点を

順次結んだ４直線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第８０９号  岡山市南区北浦北浦漁港西防波堤突端石柱 

    基点第８１０号  岡山市南区北浦箱崎鼻の南西基部樋門北角に設置した

標識 

    基点第８１１号  岡山市南区北浦箱崎鼻北西端に設置した標識 

    基点第８３５号  岡山市南区築港栄町岡山港西灯台 

                点ア 基点第８０９号から岡山市南区海岸通１丁目(株)クラ

レ岡山事業所内送電鉄塔を見通した線上基点第８０９号

から２００メートルの点 

                点イ 基点第８１０号から基点第８３５号見通し線上基点第

８１０号から２００メートルの点 

                点ウ 基点第８０９号から基点第８１１号見通し線と、基点

第８１０号から基点第８３５号見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

  



 

 

 

  

岡共第  ９４  号 

第３種共同漁業権 



 

１ 免許番号  岡共第９５号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区阿津地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径７０メートルの円で囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第８１９号  岡山市南区阿津ツブシ礁灯標 

                点ア 基点第８１９号から鳩島東端見通し線上基点第８１９

号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第  ９５  号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第９６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  岡山市南区小串地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第８２５号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第９０１号の各

点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

     基点第６７２号  岡山市東区正儀マリンマサギ西護岸北西角に設置した

標識 

     基点第８２５号  岡山市南区小串西米崎山麓東北端に設置した標識 

    基点第８２６号  岡山市南区小串東米崎北端に設置した標識 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

    基点第８５４号  岡山市南区小串米崎南端に設置した標識 

                点ア 基点第８２５号から基点第６７２号見通し線上基点第

８２５号から１００メートルの点 

                点イ 基点第８２６号から基点第６７２号見通し線上基点第

８２６号から５０メートルの点 

                点ウ 基点第８２７号から岡山市東区久々井大浦鼻見通し線

上基点第８２７号から５０メートルの点 

                点エ 基点第９０１号から真方位１８０度見通し線上基点第

９０１号から１００メートルの点 

 

 

５  関係地区 岡山市 

 

  



 

 

 

岡共第  ９６  号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第９７号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市胸上地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第９０３号、点ア、イ及び基点第９０７号の各点を順次

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た

だし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

     基点第９０３号  玉野市番田大入崎南東端に設置した標識 

     基点第９０６号  玉野市胸上波張崎東側将棋の駒に設置した標識 

     基点第９０７号  玉野市胸上波張崎南端に設置した標識 

                点ア 基点第９０６号から香川県小豆郡土庄町豊島白崎西端

見通し線上基点第９０６号から１００メートルの点 

                点イ 基点第９０７号から玉野市大蛭島東端見通し線上基点

第９０７号から１００メートルの点 

 

 

５ 関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

岡共第 ９７ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第９８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市沼地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１００２号、点ア、イ、ウ、基点第９１０号及び基点

第１００５号の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線と

によって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

     基点第９０７号  玉野市胸上波張崎南端に設置した標識 

     基点第９１０号  玉野市小蛭島々頂に設置した標識 

    基点第１００２号  玉野市東野崎ごう頭防波堤突端に設置した標識 

    基点第１００３号  玉野市沼黒山鼻突端に設置した標識 

    基点第１００４号  玉野市沼出崎東端に設置した標識 

    基点第１００５号  玉野市沼出崎南端に設置した標識 

                  点ア 基点第１００２号から基点第９０７号見通し線上基

点第１００２号から１００メートルの点 

                  点イ 基点第１００３号から基点第９０７号見通し線上基

点第１００３号から１５０メートルの点 

                  点ウ 基点第１００４号から玉野市大蛭島北端見通し線上

基点第１００４号から５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 玉野市胸上、梶岡、東田井地、西田井地、山田、東野崎、沼、

出崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 ９８ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第９９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市沼地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１０３１号、点ア及び基点第１００６号を結んだ２直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１００６号  玉野市沼出崎獅子ヶ鼻突端に設置した標識 

    基点第１００７号  玉野市後閑笠石の鼻突端に設置した標識 

     基点第１０３１号 玉野市沼船越に設置した標識（沼と後閑との境界） 

                  点ア  基点１００６号から基点１００７号見通し線と基点

１０３１号から玉野市後閑投石見通し線との交差点 

 

 

５ 関係地区 玉野市胸上、梶岡、東田井地、西田井地、山田、東野崎、沼、

出崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡共第 ９９ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１００号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市番田、胸上、岡山市南区小串地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第８２７号、点ア、イ、ウ、基点第９３７号及び基点第９０６号の

各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域を除く。 

   点の位置 

    基点第６１８号  岡山市東区正儀切石鼻立石に設置した標識 

     基点第６５６号  岡山市東区正儀金山（飯盛岩）南端に設置した標識 

    基点第８２７号  岡山市南区小串米崎灯台 

     基点第９０６号  玉野市胸上波張崎東側将棋の駒に設置した標識 

     基点第９３７号  玉野市坊子島島頂に設置した標識 

                点ア 基点第８２７号から基点第６１８号見通し線と、岡山

市東区九蟠九蟠港東防波堤基部燈篭から香川県小豆郡土

庄町豊島宮崎鼻見通し線との交差点 

                点イ 岡山市九蟠九蟠港東防波堤基部燈篭から香川県小豆郡

土庄町宮崎鼻見通し線と、基点第６５６号から玉野市沼

出崎東端見通し線との交差点 

                点ウ 基点第９３７号から真方位１３５度５０分見通し線

（香川県小豆郡土庄町豊島旧虻山高見通し線）と、基点

第６５６号から出崎東端見通し線との交差点 

 

（２）基点第９３５号、点エ、オ及び基点第９３６号の各点を順次結んだ３直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第９３５号  玉野市番田字鍋脇２９７２番地先に設置した標識 

    基点第９３６号  玉野市番田字鍋脇２９３７番地先に設置した標識 

                点エ 基点第９３５号から岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端見

通し線上基点第９３５号から４３０メートルの点 

                点オ 基点第９３６号から岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端見

通し線上基点第９３６号から４５０メートルの点 

 

 

５ 制限又は条件 魚類を威嚇して操業してはならない 

 

 

６  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川、岡山市南区小串 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １００ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０１号 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第２種共同漁業 建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

３  漁場の位置  玉野市胸上から沼に至る地先 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

 

（１）基点第９０６号、第９３７号、点ア、イ、ウ及び基点第９０８号の各点

を順次結んだ５直線、基点第９０９号、点エ及び基点第１０３１号の各点を

順次結んだ２直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただ

し、河川、溝渠等の区域を除く。 

    点の位置 

      基点第６５６号 岡山市東区正儀金山（飯盛岩）南端に設置した標識 

      基点第９０６号  玉野市胸上波張崎東側将棋の駒に設置した標識 

      基点第９０７号  玉野市胸上波張崎南端に設置した標識 

      基点第９０８号  玉野市石島北東岡山県・香川県界に設置した標識 

      基点第９０９号  玉野市石島西側岡山県・香川県界に設置した標識 

      基点第９３７号  玉野市坊子島島頂に設置した標識 

     基点第１００４号  玉野市沼出崎東端に設置した標識 

       基点第１０３１号 玉野市沼船越に設置した標識（沼と後閑との境

界） 

                    点ア 基点第９３７号から真方位１３５度５０分見通し

線（香川県小豆郡土庄町豊島旧虻山高見通し線）

と、基点第１００４号から基点第６５６号見通し線

との交差点 

                    点イ 基点第９０７号から香川県小豆郡土庄町豊島后飛

崎西端見通し線と、基点第１００４号から基点第６

５６号見通し線との交差点 

                    点ウ 基点第９０８号から真方位６０度見通し線と、基

点第９０７号から香川県小豆郡土庄町豊島后飛崎西

端見通し線との交差点 

                    点エ 基点第９０９号から玉野市田井慈照院大屋根西端

見通し線と、基点第１０３１号から玉野市後閑投石

見通し線との交差点 

 

 （２）基点第９２３号、点ア、イ及び基点第９２８号の各点を順次結んだ３

直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

      基点第９２３号  玉野市胸上ナイカイ塩業株式会社本社工場西南端角

から東野崎塩田えん堤上南へ１４０メートルの点に設

置した標識 

      基点第９２４号  玉野市胸上ナイカイ塩業株式会社本社工場北東角に

設置した標識 

      基点第９２８号  玉野市胸上ナイカイ内海塩業株式会社本社工場西南

端角から東野崎塩田えん堤上南へ５７０メートルの点

に設置した標識 

      基点第９２９号  玉野市胸上ナイカイ塩業株式会社本社工場西南端角

から東野崎塩田えん堤上南へ７９０メートルの点に設

置した標識 

      基点第９３０号  玉野市胸上波張崎南西端に設置した標識 

                  点ア 基点第９２９号から基点第９３０号見通し線と、基

点第９２４号から玉野市石島石島港東側防波堤基部見

通し線との交差点 

                  点イ 基点第９２９号から基点第９３０号見通し線と、基

点第９２８号から香川県小豆郡土庄町豊島宮崎北東端

見通し線との交差点 

 

 ５ 制限又は条件 魚類を威嚇して操業してはならない  

 

 ６  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井

地、西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、

築港、宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神

町、日比、渋川 

  



 

 

 

  

岡共第 １０１ 号 

第２種共同漁業権 

（１）の図面 



 

 

 

  

（２）の図面 



 



 

１  免許番号  岡共第１０２号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市番田地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除 い

た区域 

（１）基点第９１９号、点ア、イ及び基点第９０２号の各点を順次結んだ３直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区

域を除く。 

   点の位置 

     基点第８２７号  岡山市南区小串米崎燈台 

     基点第９０２号  玉野市番田大入崎北東端に設置した標識 

     基点第９１９号  玉野市番田相引川右岸河口えん堤北東端角に設置した

標識 

                点ア 基点第９１９号から真方位１５２度見通し線（香川県

小豆郡豊島旧虻山高見通し線）と、点イから基点第８２

７号見通し線との交差点 

                点イ 基点第９０２号から岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端見

通し線上基点第９０２号から２０メートルの点 

 

（２）基点第９３５号、点ウ、エ及び基点第９３６号の各点を順次結んだ３直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第９３５号  玉野市番田字鍋脇２９７２番地先に設置した標識 

    基点第９３６号  玉野市番田字鍋脇２９３７番地先に設置した標識 

                点ウ 基点第９３５号から岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端見

通し線上基点第９３５号から４３０メートルの点 

                点エ 基点第９３６号から岡山市東区犬島沖竹ノ子島南端見

通し線上基点第９３６号から４５０メートルの点 

 

 

５ 関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０２ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０３号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  つぼ網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 玉野市後閑、大藪、田井地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１００８号、点ア及び基点第１０１６号の各点を順次       

結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。た       

だし、河川、溝渠等の区域を除く。 

   点の位置 

    基点第１００８号  玉野市後閑ゴマノ浦桟橋北端に設置した標識 

    基点第１０１３号  玉野市大薮南ヶ崎突端に設置した標識 

    基点第１０１４号  玉野市田井５丁目野々浜防波堤突端に設置した標識 

    基点第１０１６号 玉野市田井童崎突端一本石に設置した標識 

           点ア 基点第１０１３号から基点第１０１６号見通し線

と、基点第１００８号から基点第１０１４号見通し線

との交差点 

 

 

５  関係地区 玉野市後関、大藪、田井、築港、宇野 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０３ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０４号 

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第２種共同漁業 建網漁業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市後閑から玉に至る地先 

 

 

４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）及び（３）に掲げる区

域を除いた区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除く。 

 

 （１）基点第１０３１号、点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及び基点第１

２０１号の各点を順次結んだ９直線並びに最大高潮時海岸線とによって囲

まれた区域。 

    点の位置 

      基点第９０９号  玉野市石島西側岡山県・香川県界に設置した標識 

     基点第１００９号  玉野市後閑恵比須の鼻に設置した標識 

     基点第１０１６号  玉野市田井童崎突端一本石に設置した標識 

       基点第１０１８号 玉野市宇野３丁目ナキンダ鼻南端に設置した標識 

     基点第１０２４号  玉野市宇野３丁目玉野浄化センター南護岸角（旧

獺越鼻突端） 

       基点第１０３１号 玉野市沼船越に設置した標識（沼と後閑との境

界） 

     基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

     基点第１２０２号  倉敷市堅場島南端に設置した標識 

                    点ア 基点第９０９号から玉野市田井慈照院大屋根西端

見通し線と、基点第１０３１号から玉野市後閑投石

見通し線との交差点 

                    点イ 基点第９０９号から玉野市田井慈照院大屋根西端

見通し線と、基点第１００９号から玉野市築港タヌ

キ山高見通し線との交差点 

                    点ウ 基点第１０１６号から香川県香川郡直島町上烏島

高見通し線と、基点第１００９号から玉野市築港タ

ヌキ山高見通し線との交差点 

                    点エ 基点第１０１６号から香川県香川郡直島町上烏島

高見通し線と、基点第１０２４号から香川県香川郡

直島町屏風島南端見通し線との交差点 

                    点オ 基点第１０２４号から香川県香川郡直島町屏風島

南端見通し線と、基点１０１８号から玉野市向日比

地蔵山高頂見通し線との交差点 

                    点カ 基点第１０１８号から玉野市向日比地蔵山高頂見

通し線と、基点第１０２４号から香川県高松市亀水

町紅ノ峰鼻見通し線との交差点 

                    点キ 基点第１０２４号から香川県高松市亀水町紅ノ峰

鼻見通し線と、基点第１２０２号から香川県香川郡

直島町串山ノ鼻見通し線との交差点 

                    点ク 基点第１２０１号から香川県坂出市王越町乃生岬

西端見通し線と、基点第１２０２号から香川県香川

郡直島町串ノ山鼻見通し線との交差点 

 

 （２）点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ及び点スの各点

を順次結んだ１２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

        点ア 玉野市宇野１丁目宇高国道フェリー桟橋南基部から南へ岸壁上 

２０メートルの点に設置した標識 

        点イ 点アから真方位１１９度見通し線上点アから４９メートルの点 

        点ウ 点イから真方位１８０度見通し線上点イから６０．５メートル

の点 

        点エ 点ウから真方位１０７度３０分見通し線上点ウから２２．８メ

ートルの点 

        点オ 点エから真方位１９０度見通し線上点エから１４０メートルの

点 

        点カ 点オから真方位２１３度３０分見通し線上点オから１８５メー

トルの点 

        点キ 点カから真方位２７１度３０分見通し線上点カから３８メート

ルの点 



        点ク 点キから真方位３０２度３０分見通し線上点キから１１０メー

トルの点 

        点ケ 点クから真方位３５２度見通し線上点クから２５メートルの点 

        点コ 点ケから真方位３３度３０分見通し線上点ケから１４５メート

ルの点 

        点サ 点コから真方位３０３度見通し線上点コから６０メートルの点 

        点シ 点サから真方位２６０度見通し線上点サから１７１メートルの

点 

        点ス 点シから真方位３５１度３０分見通し線上点シから３０メート

ルの点 

 

 （３）点ア、イ及びウの各点を結んだ直線と、玉野市田井田井Ａドルフィン

及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

        点ア 玉野市田井田井Ａドルフィン北東端 

        点イ 玉野市田井田井１号防波堤（西側）北西端 

        点ウ 点ア及びイを結んだ直線の延長線と、玉野市田井５丁目田井３

号護岸との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 魚類を威嚇して操業してはならない  

 

 

 ６  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井

地、西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、

築港、宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神

町、日比、渋川 

  



 

 

 

  

岡共第 １０４ 号 

第２種共同漁業権 

（１）の図面 



 

 

 

  （２）の図面 



 

 

 

  

（３）の図面 



 



 

１  免許番号  岡共第１０５号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第２種共同漁業 

  建網漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市大槌島北地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１０２５号及び点ア、基点第１０２６号及び点イをそ

れぞれ結んだ直線並びに基点第１０２５号及び基点第１０２６

号の間（大槌島北側）における最大高潮時海岸線から沖出し５

０メートルの線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１０２５号  玉野市大槌島東側岡山県・香川県界に設置した標識 

    基点第１０２６号  玉野市大槌島西側岡山県・香川県界に設置した標識 

                  点ア 基点第１０２５号から香川県香川郡直島町柏島南端

見通し線上基点第１０２５号から５０メートルの点 

                  点イ 基点第１０２６号から香川県坂出市室木島南端見通

し線上基点第１０２６号から５０メートルの点 

 

 

５  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０５ 号 

第２種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０６号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市田井、大藪、後閑地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第１００７号、点ア、イ及び基点第１０１６号の各点を

順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。ただし、河川、溝渠等の区域は除く。 

   点の位置 

    基点第１００７号  玉野市後閑笠石の鼻突端に設置した標識 

    基点第１０１１号  玉野市後閑平成橋東詰南端に設置した標識 

    基点第１０１３号  玉野市大薮南ヶ崎突端に設置した標識 

    基点第１０１５号  玉野市田井５丁目野々浜港南側防波堤北東角に設置

した標識 

    基点第１０１６号  玉野市田井童崎突端一本石に設置した標識 

                  点ア 基点第１００７号から基点第１０１１号見通し線

と、基点第１０１５号から玉野市後閑鳥打峠見通し線

との交差点 

                  点イ 基点第１０１５号から玉野市後閑鳥打峠見通し線

と、基点第１０１３号から基点第１０１６号見通し線

との交差点 

 

 

５  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０６ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０７号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市番田大入崎地先 

 

 

４ 漁場の区域 基点第９０２号、点ア、イ、ウ、エ及び基点第９０３号の各

点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域 

   点の位置 

     基点第９０２号  玉野市番田大入崎北東端に設置した標識 

     基点第９０３号  玉野市番田大入崎南東端に設置した標識 

     基点第９１３号  玉野市番田大入崎養魚場跡防波堤北端角に設置した標

識 

     基点第９１５号  玉野市番田鉾島東端に設置した標識 

                点ア 基点第９０２号から基点第９１５号見通し線と、基点

第９１３号から岡山市東区犬島犬の島北端見通し線との

交差点 

                点イ 基点第９０２号から岡山市東区犬島犬の島北端見通し

線上基点第９０２号から２００メートルの点 

                点ウ 基点第９０３号から岡山市東区犬島沖竹の子島南端見

通し線上基点第９０３号から２００メートルの点 

                点エ 基点第９０３号から真方位１４２度見通し線上（香川

県小豆郡土庄町豊島旧虻山高見通し線上）基点第９０３

号から３００メートルの点 

 

 

 

５  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０７ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０８号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

  つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市後閑地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、イ、ウ、エ及び点アの各点を順次結んだ４直線によっ

て囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１０１０号  玉野市後閑山田中学校２階建校舎北西角 

    基点第１０１１号  玉野市後閑平成橋東詰南端に設置した標識 

    基点第１０１３号  玉野市大薮南ヶ崎突端に設置した標識 

    基点第１０３０号  玉野市後閑牛ケ浦突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１０１０号から玉野市田井童崎北端見通し線

と、基点第１０１１号から玉野市石島ヘラガ崎突端見

通し線との交差点 

                  点イ 基点第１０１３号から香川県香川郡直島町牛ケ首島

西端見通し線と、基点第１０１０号から玉野市田井童

崎北端見通し線との交差点 

                  点ウ 基点第１０１３号から香川県香川郡直島町牛ケ首島

西端見通し線と、基点第１０３０号から玉野市田井童

崎南端見通し線との交差点 

                  点エ 基点第１０３０号から玉野市田井童崎南端見通し線

と、基点第１０１１号から玉野市石島ヘラガ崎突端見

通し線との交差点 

 

 

 

５  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０８ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１０９号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

    第３種共同漁業 

   つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置 玉野市深井町中鼻地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１２５メートルの円で囲まれた区域 

  点の位置 

    基点第１０４５号  玉野市深井町犬戻鼻突端に設置した標識 

    基点第１０４６号  玉野市深井町中鼻突端に設置した標識 

    基点第１０４７号  玉野市深井町長磯鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１０４７号から基点第１０４５号見通し線

と、基点第１０４６号から大槌島高見通し線との交差

点 

 

 

５  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

岡共第 １０９ 号 

第３種共同漁業権 



 

１  免許番号  岡共第１１０号  

 

 

２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種共同漁業 

    つきいそ漁業 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

 

３  漁場の位置  玉野市深井町長磯鼻地先 

 

 

４ 漁場の区域 点アを中心に半径１２５メートルの円で囲まれた区域 

  点の位置 

    基点第１０２１号  玉野市向日比２丁目松ケ鼻突端に設置した標識 

    基点第１０４６号  玉野市深井町中鼻突端に設置した標識 

                  点ア 基点第１０２１号から香川県女木島高見通し線と、

基点第１０４６号から大槌島高見通し線との交差点 

 

 

５  関係地区 玉野市番田、北方、下山坂、上山坂、胸上、梶岡、東田井地、

西田井地、山田、東野崎、沼、石島、後閑、大藪、田井、築港、

宇野、和田、御崎、向日比、深井町、羽根崎町、明神町、日比、

渋川 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

岡共第 １１０ 号 

第３種共同漁業権 


